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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  ワークが載置されるステージと、
  前記ステージに載置された前記ワークを撮像して画像を生成する撮像部と、
  前記撮像部の視野内において、前記ステージに載置された前記ワークの側面と接触可能
なコンタクト部を有するプローブと、
  前記ステージの載置面と略平行に前記ステージと前記プローブとのうち少なくとも一方
を移動させる駆動部と、
  前記コンタクト部と前記ワークの側面とが接触したときに前記撮像部により生成された
画像を用いて前記ワークの側面の位置を測定する測定部と
を有する画像測定装置であって、
  前記撮像部により生成された前記コンタクト部の画像における当該コンタクト部の形状
が所定形状であるかを判定する形状判定部と、
  前記形状判定部の判定結果を出力する出力部と
をさらに有することを特徴とする画像測定装置。
【請求項２】
  前記コンタクト部は略球体であり、
  前記形状判定部は、前記コンタクト部の画像から前記コンタクト部の水平断面形状を抽
出し、抽出された水平断面形状が前記所定形状であるかを判定することを特徴とする請求
項１に記載の画像測定装置。



(2) JP 6797638 B2 2020.12.9

10

20

30

40

50

【請求項３】
  前記形状判定部は、前記水平断面形状の真円度に基づき前記水平断面形状が前記所定形
状であるかを判定することを特徴とする請求項２に記載の画像測定装置。
【請求項４】
  前記真円度の閾値の入力を受け付ける受付部を有し、
  前記形状判定部は、前記水平断面形状の真円度と前記閾値とを比較することで、前記水
平断面形状が前記所定形状であるかを判定することを特徴とする請求項３に記載の画像測
定装置。
【請求項５】
  前記形状判定部は、前記水平断面形状の直径と前記所定形状の直径とを比較することで
前記水平断面形状が前記所定形状であるかを判定することを特徴とする請求項２に記載の
画像測定装置。
【請求項６】
  前記直径の閾値の入力を受け付ける受付部を有し、
  前記形状判定部は、前記水平断面形状の直径と前記閾値とを比較することで、前記水平
断面形状が前記所定形状であるかを判定することを特徴とする請求項５に記載の画像測定
装置。
【請求項７】
  前記形状判定部は、前記コンタクト部の画像における前記コンタクト部のエッジを前記
水平断面形状として抽出し、当該抽出されたエッジから最小二乗法により近似円を求め、
当該近似円と前記コンタクト部の各エッジの位置を比較することで、前記水平断面形状が
前記所定形状であるかを判定することを特徴とする請求項２に記載の画像測定装置。
【請求項８】
  前記所定形状をしたコンタクト部の画像である基準画像を記憶する記憶部をさらに有し
、
  前記形状判定部は、前記撮像部により生成された前記コンタクト部の画像と前記基準画
像とを比較することで前記コンタクト部の形状が所定形状であるかを判定することを特徴
とする請求項１に記載の画像測定装置。
【請求項９】
  前記形状判定部は、前記基準画像から前記所定形状を抽出し、当該抽出された所定形状
と前記撮像部により生成された前記コンタクト部の画像から抽出された前記コンタクト部
の水平断面形状とを比較することを特徴とする請求項８に記載の画像測定装置。
【請求項１０】
  前記コンタクト部を発光させる光源と、
  前記光源の点灯と消灯とを制御する制御部とをさらに有し、
  前記制御部は、前記コンタクト部の画像を取得する際に前記光源を点灯させて前記コン
タクト部を発光させることを特徴とする請求項１ないし９のいずれか一項に記載の画像測
定装置。
【請求項１１】
  前記コンタクト部を発光させる光源と、
  前記光源の点灯と消灯とを制御する制御部とをさらに有し、
  前記制御部は、前記コンタクト部の画像を取得する際に前記光源を消灯することを特徴
とする請求項１ないし９のいずれか一項に記載の画像測定装置。
【請求項１２】
  前記形状判定部は、前記ステージにワークが載置されていないときに前記撮像部により
生成された画像から前記コンタクト部の画像を抽出することを特徴とする請求項１ないし
１１のいずれか一項に記載の画像測定装置。
【請求項１３】
  前記形状判定部は、前記コンタクト部と前記ワークの側面とが接触したときに前記撮像
部により生成された画像から、前記コンタクト部の画像を抽出することを特徴とする請求
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項１ないし１１のいずれか一項に記載の画像測定装置。
【請求項１４】
  前記撮像部の合焦範囲に前記コンタクト部が位置しているときに前記撮像部が前記コン
タクト部の画像を生成することを特徴とする請求項１ないし１３のいずれか一項に記載の
画像測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像測定装置に係り、さらに詳しくは、プローブをステージ上のワークに接
触させ、プローブの位置を画像で検出してワークの寸法を求める画像測定装置の改良に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　画像測定装置は、ステージ上に載置されたワークを撮影してワーク画像を取得し、ワー
ク画像からエッジを抽出してワークの寸法を求める寸法測定器である。ワーク画像は、カ
メラの高さ方向の位置に関わらず、ワークに対して極めて正確な相似形であり、ワーク画
像上の距離や角度を判定することにより、ワーク上における実際の寸法や角度を検知する
ことができる。エッジ抽出は、ワーク画像の輝度変化を解析してエッジ点を検出し、検出
された複数のエッジ点に直線、円、円弧などの幾何学図形をフィッティングさせることに
より行われ、ワークと背景との境界、ワーク上の凹部又は凸部の輪郭等がエッジとして求
められる。ワークの寸法は、この様にして求められるエッジ間の距離や角度として求めら
れる。また、求められた寸法値と設計値との差分（誤差）を公差と比較してワークの良否
判定が行われる。
【０００３】
　上述した様な画像測定装置には、プローブをステージ上に載置されたワークの側面に接
触させてワークの寸法を求めるものがある（非特許文献１）。プローブは、カメラの撮像
視野内に配置され、ワークとの接触位置は、ワークの側面に接触した状態のプローブが撮
影された画像からプローブの位置を特定することによって求められる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｇｕｉｊｕｎ　Ｊｉ，ハインリッヒ　シュベンケ（Ｈｅｉｎｒｉｃｈ　
Ｓｃｈｗｅｎｋｅ），オイゲン　トラペート（Ｅｕｇｅｎ　Ｔｒａｐｅｔ），「アン　オ
プトメカニカル　マイクロプローブ　システム　フォー　メジャリング　ベリー　スモー
ル　パーツ　オン　ＣＭＭｓ（Ａｎ　Ｏｐｔｏ－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｍｉｃｒｏｐｒ
ｏｂｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｖｅｒｙ　Ｓｍａｌｌ　Ｐａｒｔ
ｓ　ｏｎ　ＣＭＭｓ）」，（アメリカ），国際光工学会（ＳＰＩＥ）ビジョンジオメトリ
ーＶＩＩ（Ｖｉｓｉｏｎ　ＧｅｏｍｅｔｒｙＶＩＩ），１９９８年７月２０日～２２日，
第３４５４巻，ｐ．３４８－３５３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図３３及び図３４は、画像測定装置の動作例を示した図である。図３３の（ａ）には、
測定対象のワークＷが示され、（ｂ）には、ワーク画像Ｉｗが示されている。このワーク
Ｗは、ベース部材ｗ１と、ベース部材ｗ１上に形成された２つの突出部ｗ２とからなる。
２つの突出部ｗ２における内側の側面Ｓａ間の距離Ａと、外側の側面Ｓｂ間の距離Ｂと、
ベース部材ｗ１の側面Ｓｃ間の距離Ｃとを測定する場合、突出部ｗ２の内側が曲面形状で
あることから、側面Ｓｂ及びＳｃのエッジに比べ、側面Ｓａのエッジをワーク画像Ｉｗか
ら正確に特定することは難しい。
【０００６】
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　図３４の（ａ）には、プローブＰｒを右側の突出部ｗ２の側面Ｓａに接触させた状態で
撮影されたワーク画像Ｉｗが示され、（ｂ）には、プローブＰｒを左側の突出部ｗ２の側
面Ｓａに接触させた状態で撮影されたワーク画像Ｉｗが示されている。ワーク画像Ｉｗに
おけるプローブＰｒの位置は、プローブＰｒの形状やサイズが既知であることから正確に
特定することができる。また、側面Ｓａの位置は、撮像視野内におけるプローブＰｒの変
位量から接触位置を特定することによって求められる。従って、この種の画像測定装置を
用いれば、ワーク画像Ｉｗからエッジが正確に特定できない測定箇所であっても、寸法を
正確に求めることができる。
【０００７】
　ところで、プローブＰｒを利用した画像測定装置ではプローブＰｒの形状とサイズが既
知の形状とサイズに維持されていることが前提となっている。そのため、プローブＰｒの
先端に設けられた球状のコンタクト部に油やゴミなどが付着していると、コンタクト部が
ワークＷに接触した位置の測定精度が低下する。画像測定装置の測定精度はマイクロメー
トルのオーダーであるため、目視で確認できないような付着物がついていても、測定誤差
を引き起こす。そのため、ユーザは毎回測定前にコンタクト部をクリーニングすれば、測
定精度を維持できるが、ユーザには負担となろう。したがって、測定精度に影響を与える
ような付着物が実際にコンタクト部に付着しているときに警告を発し、ユーザにクリーニ
ングを促すことができれば、ユーザビリティが向上するであろう。そこで、本発明は、測
定精度の低下を抑制しつつ、ユーザビリティを向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様による画像測定装置は、
　ワークが載置されるステージと、
　前記ステージに載置された前記ワークを撮像して画像を生成する撮像部と、
　前記撮像部の視野内において、前記ステージに載置された前記ワークの側面と接触可能
なコンタクト部を有するプローブと、
　前記ステージの載置面と略平行に前記ステージと前記プローブとのうち少なくとも一方
を移動させる駆動部と、
　前記コンタクト部と前記ワークの側面とが接触したときに前記撮像部により生成された
画像を用いて前記ワークの側面の位置を測定する測定部と
を有する画像測定装置であって、
　前記撮像部により生成された前記コンタクト部の画像における当該コンタクト部の形状
が所定形状であるかを判定する形状判定部と、
　前記形状判定部の判定結果を出力する出力部と
をさらに有することを特徴とする画像測定装置を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、コンタクト部の形状が所定形状であるかを示す判定結果が出力される
ため、ユーザはその判定結果に基づきコンタクト部のクリーニングを実施できるようにな
る。これにより、測定精度の低下を抑制しつつ、ユーザビリティを向上することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態による画像測定装置１の一構成例を示したシステム図である
。
【図２】図１の画像測定装置１の動作の一例を模式的に示した説明図である。
【図３】プローブ２６をステージ２３上のワークＷに接触させる際の動作の一例を模式的
に示した説明図である。
【図４】図１の画像測定装置１の動作の一例を示した図であり、輪郭線１４の位置を特定
してワークＷの側面間の距離Ｄを算出する場合が示されている。
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【図５】図１のコントローラ３の一構成例を示したブロック図である。
【図６】図５の入力受付部３１１の一構成例を示したブロック図である。
【図７】図５の入力受付部３１１における接触位置指定時の動作の一例を示した図である
。
【図８】図５の入力受付部３１１におけるパターン画像登録時の動作の一例を示した図で
ある。
【図９】図５の入力受付部３１１における接触位置指定時の動作の一例を示した図であり
、形状種別とスキャン経路の本数とを対応づけたテーブルが示されている。
【図１０】図５の入力管理部３１１におけるスキャン位置指定時の動作の一例を示した図
であり、輪郭線Ｌの長さに応じてスキャン経路の本数が異なる場合が示されている。
【図１１】図５の測定制御部３１５の一構成例を示したブロック図である。
【図１２】図５のコントローラ３における測定設定時の動作の一例を示したフローチャー
トである。
【図１３】図１の画像測定装置１における測定設定時の動作の一例を示した図であり、登
録対象のワークＷとパターン画像Ｉｐとが示されている。
【図１４】図１の画像測定装置１における測定設定時の動作の一例を示した図であり、表
示部２１に表示される設定画面１００が示されている。
【図１５】設計値及び公差の指定時における公差設定画面１０１を示した図である。
【図１６】特徴量情報の指定時における特徴量設定画面１０２を示した図である。
【図１７】図１２のステップＳ１０３（画像測定要素の設定）について、詳細動作の一例
を示したフローチャートである。
【図１８】図１の画像測定装置１における画像測定要素の設定時の動作の一例を示した図
である。
【図１９】図１２のステップＳ１０４（プローブ測定要素の設定）について、詳細動作の
一例を示したフローチャートである。
【図２０】図１の画像測定装置１におけるプローブ測定要素の設定時の動作の一例を示し
た図である。
【図２１】モデル画像Ｉｍ上の接触目標位置を調整する場合の動作例を示した図である。
【図２２】スキャン動作の開始位置が他の部位と干渉する場合の動作例を示した図である
。
【図２３】モデル画像Ｉｍ上でスキャン動作の高さ位置を調整する場合の動作例を示した
図である。
【図２４】プローブ２６が接触目標位置間を移動する際の移動方法を指定する場合の動作
例を示した図である。
【図２５】図１２のステップＳ１０７（特徴量情報の登録）について、詳細動作の一例を
示したフローチャートである。
【図２６】図１７のステップＳ２０１、図１９のステップＳ３０１及び図２５のステップ
Ｓ４０１（撮影条件の指定）の詳細動作の一例を示したフローチャートである。
【図２７】図５のコントローラ３における連続測定時の動作の一例を示したフローチャー
トである。
【図２８】図５のコントローラ３における連続測定時の動作の一例を示したフローチャー
トである。
【図２９】図１の画像測定装置１における連続測定時の動作の一例を示した図である。
【図３０】図１の画像測定装置１における連続測定時の動作の一例を示した図である。
【図３１】図１の画像測定装置１における連続測定時の動作の一例を示した図である。
【図３２】図２８のステップＳ６１５（スキャン動作）について、詳細動作の一例を示し
たフローチャートである。
【図３３】従来の画像測定装置の動作例を示した図である。
【図３４】従来の画像測定装置の動作例を示した図である。
【図３５】付着物を説明する図である。
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【図３６】付着物の検知に関与する機能を説明する図である。
【図３７】プローブチェック処理を説明するフローチャートである。
【図３８】真円度に基づく付着物の検知処理を説明するフローチャートである。
【図３９】画像比較に基づく付着物の検知処理を説明するフローチャートである。
【図４０】直径に基づく付着物の検知処理を説明するフローチャートである。
【図４１】コンタクト部の発光の有無に基づく画像の違いを説明する図である。
【図４２】判定結果を示すＵＩを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜画像測定装置１＞
　図１は、本発明の実施の形態による画像測定装置１の一構成例を示したシステム図であ
る。この画像測定装置１は、ステージ２３上のワークＷが撮影されたワーク画像からエッ
ジを抽出し、また、プローブ２６をステージ２３上のワークＷに接触させて接触位置を特
定することにより、ワークＷの寸法を求める寸法測定器であり、本体２、コントローラ３
、キーボード４１及びマウス４２により構成される。ワークＷは、その形状や寸法が測定
される測定対象物である。
【００１２】
　本体２は、測定ユニット２０、表示部２１、垂直駆動部２２、ステージ２３、水平駆動
部２４及び透過照明ユニット２５により構成され、ステージ２３上のワークＷに可視光か
らなる検出光を照射し、その透過光又は反射光を受光してワーク画像を生成する。表示部
２１の正面方向を前後方向と呼ぶことにすれば、表示部２１は、測定ユニット２０よりも
前側に配置されている。
【００１３】
　ここでは、ワーク画像からエッジを抽出してワークＷの寸法を求める処理を画像測定と
呼び、プローブ２６をワークＷの側面に接触させた状態のワーク画像から、プローブ２６
の位置を検出し、プローブ２６とワークＷとの接触位置の座標を特定することにより、ワ
ークＷの寸法を求める処理をプローブ測定と呼ぶことにする。
【００１４】
　表示部２１は、ワーク画像や測定結果を表示する表示装置である。垂直駆動部２２は、
ステージ２３に対するフォーカス位置の高さやプローブ２６の高さを調整するために、測
定ユニット２０及びステージ２３を鉛直方向に相対的に移動させる。この垂直駆動部２２
は、測定ユニット２０を鉛直方向に移動させることができる。なお、垂直駆動部２２は、
プローブ２６を測定ユニット２０に対して個別に高さ調整可能な構成としても良い。
【００１５】
　ステージ２３は、ワークＷを載置するための水平かつ平坦な載置面を有する作業台であ
る。例えば、ステージ２３は、検出光を透過させるガラス板からなる。水平駆動部２４は
、ステージ２３に対する撮像視野の位置やプローブ２６の位置を調整するために、測定ユ
ニット２０及びステージ２３をステージ２３の上面と平行な方向に相対的に移動させる。
この水平駆動部２４は、ステージ２３を水平面内の任意の方向に移動させることができる
。
【００１６】
　透過照明ユニット２５は、ステージ２３上のワークＷに検出光を下方から照射する投光
装置であり、透過照明用光源２５１、ミラー２５２及び集光レンズ２５３により構成され
る。透過照明用光源２５１は、前方に向けて配置されている。透過照明用光源２５１から
出射された検出光は、ミラー２５２により上方に向けて反射され、集光レンズ２５３を介
して出射される。この検出光は、ステージ２３を透過し、その透過光の一部は、ワークＷ
により遮断され、他の一部が測定ユニット２０の対物レンズ２０５に入射する。
【００１７】
　＜測定ユニット２０＞
　測定ユニット２０は、ステージ２３上のワークＷに検出光を照射し、ワークＷからの検
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出光を受光する投受光ユニットであり、プローブ２６、切替駆動部２７、撮像部２０１，
２０６、ハーフミラー２０４，２１０、対物レンズ２０５、同軸落射照明用光源２０９、
リング照明ユニット２１１、リング照明用垂直駆動部２１２及びプローブ用光源２６３に
より構成される。
【００１８】
　対物レンズ２０５は、ワークＷからの検出光を集光する受光レンズであり、ステージ２
３と対向するように配置されている。撮像部２０１及び２０６は、共通の対物レンズ２０
５を介してステージ２３上のワークＷを撮影し、ワーク画像をそれぞれ生成するカメラで
ある。
【００１９】
　撮像部２０１は、撮影倍率の低い撮像装置であり、撮像素子２０２と、結像レンズ及び
絞り板からなる低倍側結像レンズ部２０３とにより構成される。撮像素子２０２は、低倍
側結像レンズ部２０３を介してワークＷからの検出光を受光し、ワーク画像を生成する。
この撮像素子２０２は、受光面を下方に向けた状態で配置されている。
【００２０】
　撮像部２０６は、撮影倍率の高い撮像装置であり、撮像素子２０７と、結像レンズ及び
絞り板からなる高倍側結像レンズ部２０８とにより構成され、撮像部２０１の撮像視野と
同軸の撮像視野をステージ２３上に形成する。撮像素子２０７は、高倍側結像レンズ部２
０８を介してワークＷからの検出光を受光し、ワーク画像を生成する。この撮像素子２０
７は、受光面を前方に向けた状態で配置されている。対物レンズ２０５を透過した検出光
は、ハーフミラー２０４により後方に向けて反射され、高倍側結像レンズ部２０８を介し
て撮像素子２０７に結像する。
【００２１】
　撮像素子２０２及び２０７には、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices：電荷結合
素子）、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor：相補型金属酸化物半導
体）などのイメージセンサが用いられる。対物レンズ２０５には、鉛直方向、すなわち、
対物レンズ２０５の光軸方向の位置が変化しても、像の大きさを変化させない性質を有す
るテレセントリックレンズが用いられる。
【００２２】
　同軸落射照明用光源２０９は、ステージ２３上のワークＷに検出光を鉛直上方から照射
するための投光用光源装置であり、前方に向けて配置されている。同軸落射照明用光源２
０９から出射された検出光は、ハーフミラー２１０により下方に向けて反射され、対物レ
ンズ２０５を介して出射される。
【００２３】
　リング照明ユニット２１１は、ステージ２３上のワークＷに検出光を上方又は側方から
照射する投光装置であり、対物レンズ２０５を取り囲むリング形状からなる。リング照明
用垂直駆動部２１２は、ステージ２３に対する検出光の照射角度を調整するために、リン
グ照明ユニット２１１を鉛直方向に移動させる。ワークＷの照明方法としては、透過照明
、リング照明又は同軸落射照明のいずれかを選択することができる。
【００２４】
　＜プローブ２６＞
　プローブ２６は、ステージ２３上に載置されたワークＷの側面に接触させてワークＷの
寸法を測定するための接触子である。このプローブ２６は、撮像部２０１の撮像視野内と
退避位置とに移動可能に配置されている。また、プローブ２６は、自発光型のプローブで
あり、ワークＷに接触させる球状のコンタクト部２６１と、ガイド光を伝送する金属管２
６２とにより構成される。
【００２５】
　金属管２６２の内部には、ガイド光を伝送するための光ファイバが内包されている。金
属管２６２は、十分な強度を有するＳＵＳ管で構成されており、ワークＷにコンタクト部
２６１が接触しても金属管２６２の形状は変化しない。
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【００２６】
　コンタクト部２６１は、プローブ用光源２６３から延出する金属管２６２の先端に配置
され、ガイド光を拡散放射する。球状のコンタクト部２６１の水平方向における断面積は
金属管２６２の水平方向における断面積よりも大きくなっていることから、撮像部２０１
によりコンタクト部２６１を上方から撮像した場合であっても、コンタクト部２６１の輪
郭を撮像することができる。プローブ用光源２６３は、可視光からなるガイド光を生成し
、金属管２６２に入射させる光源装置である。
【００２７】
　切替駆動部２７は、プローブ２６が撮像視野内の測定位置に位置する状態と、プローブ
２６が撮像視野の中心から離れる方向に移動した退避位置に位置する状態とを相互に切り
替える水平駆動部である。この切替駆動部２７は、鉛直方向の回転軸を中心としてプロー
ブ用光源２６３を回転させる回転駆動部であり、プローブ用光源２６３を回転させること
により、プローブ２６を退避位置と測定位置との間で移動させる。例えば、退避位置は、
撮像部２０１の撮像視野外であることが望ましいが、プローブ２６がワーク画像に被写体
として映し込まれなければ撮像視野の周縁部であっても良い。
【００２８】
　コントローラ３は、本体２による撮影や画面表示を制御し、ワーク画像を解析してワー
クＷの寸法を演算により求める制御ユニットであり、キーボード４１及びマウス４２が接
続されている。キーボード４１及びマウス４２は、ユーザが操作入力を行う入力部４であ
る。
【００２９】
　図２～図４は、図１の画像測定装置１の動作の一例を模式的に示した説明図である。図
２には、取付アーム２６４から延びるプローブ２６を鉛直上方から見た様子が示されてい
る。図中の（ａ）には、プローブ２６が測定位置にある場合が示され、（ｂ）には、プロ
ーブ２６が退避位置にある場合が示されている。
【００３０】
　取付アーム２６４は、プローブ２６を測定ユニット２０の筐体に取り付けるための取付
部材であり、Ｌ字形状からなる。取付アーム２６４の一端には、鉛直方向の回転軸２６５
が配置され、他端面からプローブ２６が突出している。取付アーム２６４は、金属管２６
２をフローティング構造により支持している。コンタクト部２６１がワークＷの側面に接
触したときに、金属管２６２は接触により変形することなくＸ及びＹ方向にオフセットす
る。その結果、ワーク画像上でコンタクト部２６１の位置が変化する。
【００３１】
　撮像エリア１１は、撮像部２０１の撮像視野に対応するステージ２３上の領域であり、
矩形形状からなる。透光エリア１２は、透過照明ユニット２５から検出光が照射されるス
テージ２３上の円形領域であり、撮像エリア１１内に形成される。
【００３２】
　プローブ２６が測定位置にある場合、コンタクト部２６１は、撮像エリア１１及び透光
エリア１２の中心に配置される。この状態で撮影されたワーク画像には、コンタクト部２
６１が被写体として映し込まれる。切替駆動部２７を制御してプローブ２６が測定位置に
ある状態から取付アーム２６４を１８０°程度回転させることにより、プローブ２６は退
避位置に移動する。
【００３３】
　退避位置は、プローブ２６がワーク画像に被写体として映し込まれないようにプローブ
２６を退避させるための位置であり、予め定められている。プローブ２６が退避位置にあ
る場合、コンタクト部２６１及び金属管２６２は、撮像エリア１１の外側に配置される。
【００３４】
　図３には、プローブ２６をステージ２３上のワークＷに接触させる際の動作の一例が示
されている。図中の（ａ）には、基準高さにおいて、スキャン経路の開始位置に対応する
位置まで、ステージ２３に対し、プローブ２６を相対的に移動させる場合が示され、（ｂ
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）には、基準高さから測定高さまでプローブ２６を鉛直下方に移動させる場合が示されて
いる。図中の（ｃ）には、測定高さにおいて、ステージ２３に対し、プローブ２６を相対
的にスキャン経路に沿って移動させる場合が示されている。
【００３５】
　プローブ２６を用いた寸法測定では、プローブ２６をワークＷの側面に接触させる際の
接触目標位置と、この接触目標位置を通るスキャン経路とが予め指定される。基準高さは
、プローブ２６がステージ２３上のワークＷと干渉しない高さである。水平駆動部２４を
制御することにより、基準高さにおいて、ステージ２３に対し、プローブ２６を相対的に
水平方向に移動させることができる。なお、基準高さは、プローブ２６の先端部が撮像部
２０１又は２０６の被写界深度範囲の外側になるような高さに指定されるような構成であ
っても良い。
【００３６】
　測定高さは、プローブ２６が接触すべきワーク側面の高さであり、鉛直方向の位置が基
準高さよりも低い。垂直駆動部２２は、ステージ２３に対するプローブ２６の高さを測定
高さと、この測定高さよりも高い基準高さとに切り替える。ステージ２３に対し、プロー
ブ２６を相対的にスキャン経路に沿って開始位置から終了位置に向かってスキャン方向に
移動させれば、コンタクト部２６１をワークＷの側面に接触させることができる。プロー
ブ２６がワークＷの側面に接触したことが検知されれば、プローブ２６はステージ２３に
対して直ちに停止する。
【００３７】
　スキャン経路の開始位置は、上述したスキャン動作を開始させるための動作開始位置で
あり、終了位置は、スキャン動作を終了させるための動作終了位置である。終了位置を定
めておくことにより、プローブ２６が終了位置に到達した時点で接触エラーを検知するこ
とができる。スキャン経路の開始位置と終了位置は、接触目標位置を通り、かつ、ワーク
Ｗの輪郭線の法線に沿ったスキャン経路上に設定される。
【００３８】
　図４には、輪郭線１４の位置を特定してワークＷの側面間の距離Ｄを算出する場合が示
されている。図中の（ａ）には、測定対象のワークＷとこのワークＷの右側面に接触させ
たプローブ２６とが示されている。このワークＷは、階段状の段差を有しており、上段の
右側面と左側面との間の距離Ｄが測定される。
【００３９】
　図中の（ｂ）には、透過照明により撮像された透過画像からなるワーク画像Ｉｗが示さ
れている。透過画像では、ワークＷの外縁をエッジ抽出によって特定することは可能であ
るが、外縁よりも内側の輪郭線をエッジ抽出によって特定することは困難である。
【００４０】
　図中の（ｃ）には、反射照明により撮像された反射画像からなるワーク画像Ｉｗが示さ
れている。反射照明は、同軸落射照明又はリング照明による照明方法であり、ワークＷの
外縁よりも内側の輪郭線であっても、エッジ抽出によって特定可能である。ところが、ワ
ークＷの上段部は、右側の上部が曲面形状であることから、左側面の輪郭線に比べ、右側
面の輪郭線をエッジ抽出によって正確に特定することは難しい。この様な場合、プローブ
２６を接触させることにより、右側面の輪郭線１４を正確に特定することができる。
【００４１】
　図中の（ｃ）に示すワーク画像Ｉｗには、プローブ２６を接触させて特定した右側面の
輪郭線１４と、エッジ抽出領域１５からエッジを抽出して特定した左側面の輪郭線１４と
が表示されている。
【００４２】
　プローブ２６がワークＷの側面に接触したことは、スキャン経路を移動中のコンタクト
部２６１のワーク画像Ｉｗ上における位置が、所定時間内に所定の閾値以上変化したか否
かによって検知することができる。コンタクト部２６１の位置は、例えば、コンタクト部
２６１のエッジから円中心を求めることにより特定される。また、プローブ２６がワーク
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Ｗの側面に接触した際のワーク画像Ｉｗ上において、撮像視野の中心に対するコンタクト
部２６１の変位方向から、ワークＷの側面の法線方向や接触位置１３を特定することがで
きる。
【００４３】
　なお、プローブ２６自体を水平に移動させるような構成の場合は、スキャン経路を移動
中のコンタクト部２６１がワーク画像Ｉｗ上で停止したか否かにより、ワーク側面との接
触が検知される。
【００４４】
　コンタクト部２６１の形状は既知であるため、コンタクト部２６１の位置は公知のサー
チ技術を使って高い精度で特定できる。従って、図４のワークＷのように、エッジが丸み
を帯びており２次元のワーク画像Ｉｗ上では精度良くエッジが検出できない場合であって
も、コンタクト部２６１の位置からプローブ２６とワークＷの接触位置１３の座標を特定
することにより、画像上では検出が難しいエッジの寸法を高い精度で求めることができる
。
【００４５】
　接触位置１３は、ワーク画像Ｉｗからコンタクト部２６１の位置を特定し、コンタクト
部２６１の半径に対応する距離だけ法線方向にオフセットさせることによって特定される
。また、右側面の輪郭線１４の位置は、複数の接触位置１３に予め指定された幾何学図形
をフィッティングさせることによって求められる。一方、左側面の輪郭線１４の位置は、
ワーク画像Ｉｗ上のエッジ抽出領域１５からエッジ点を検出し、検出された複数のエッジ
点に幾何学図形をフィッティングさせることによって求められる。この様にして特定され
た輪郭線１４の位置に基づいて、右側面と左側面との距離Ｄが算出される。
【００４６】
　＜コントローラ３＞
　図５は、図１のコントローラ３の一構成例を示したブロック図である。このコントロー
ラ３は、制御装置３１及び記憶装置３３により構成され、制御装置３１と記憶装置３３と
がバス３２を介して接続されている。制御装置３１は、入力受付部３１１、表示制御部３
１２、撮像制御部３１３、照明制御部３１４及び測定制御部３１５により構成される。本
体２は、撮像部２０１，２０６及び垂直駆動部２２からなるカメラ２００と、水平駆動部
２４からなるステージ２３と、切替駆動部２７からなるプローブユニット２６０と、表示
部２１、透過照明ユニット２５及び反射照明ユニット２８とにより構成される。反射照明
ユニット２８は、同軸落射照明用光源２０９とリング照明ユニット２１１とにより構成さ
れる。
【００４７】
　表示制御部３１２は、寸法測定のためのモデル画像や設定情報を表示部２１に表示する
。モデル画像は、例えば、マスターピースが撮影されたマスターピース画像であっても良
いし、ＣＡＤ（Computer Aided Design）により作成されたＣＡＤデータからなるＣＡＤ
画像であっても良い。
【００４８】
　表示制御部３１２は、設計データから生成されたモデル画像を表示部２１に表示する場
合、ステージ２３上に載置されたワークＷを上方から撮像して得られた画像データを仮定
して、設計データから生成されたモデル画像を表示する。この様にすれば、設計データか
ら生成されたモデル画像であっても、撮像部２０１又は２０６により撮像されるワーク画
像と同様のアングルで表示されるため、接触目標位置情報の指定を容易化することができ
る。
【００４９】
　入力受付部３１１は、入力部４において受け付けられたユーザ操作に基づいて、撮像部
２０１又は２０６からモデル画像を取得し、寸法測定を行うための各種の測定設定情報を
記憶装置３３に登録する処理を行う。
【００５０】
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　撮像制御部３１３は、記憶装置３３に登録された測定設定情報に基づいて、撮像部２０
１及び２０６を制御し、撮影倍率の切替、撮像タイミングや露光時間の調整を行う。照明
制御部３１４は、記憶装置３３に登録された測定設定情報に基づいて、透過照明ユニット
２５、同軸落射照明用光源２０９、リング照明ユニット２１１及びプローブ用光源２６３
の点灯制御を行う。例えば、画像測定からプローブ測定に切り替えられれば、照明制御部
３１４は、プローブ用光源２６３を点灯させる一方、透過照明ユニット２５、同軸落射照
明用光源２０９及びリング照明ユニット２１１を消灯する。
【００５１】
　測定制御部３１５は、記憶装置３３に登録された測定設定情報に基づいて、垂直駆動部
２２、水平駆動部２４及び切替駆動部２７を制御し、撮像部２０１又は２０６からワーク
画像Ｉｗを取得して寸法測定を行う。
【００５２】
　＜入力受付部３１１＞
　図６は、図５の入力受付部３１１の一構成例を示したブロック図である。この入力受付
部３１１は、撮像及び照明条件指定部３４１、エッジ抽出領域指定部３４２、接触位置指
定部３４３、測定設定部３４４、設計値及び公差指定部３４５及び特徴量情報設定部３４
６により構成される。
【００５３】
　撮像及び照明条件指定部３４１は、ユーザの指示に基づいて、撮影倍率、露光時間、ゲ
イン等の撮像条件と、照明種別、明るさ、リング照明ユニットの高さ等の照明条件とを指
定し、記憶装置３３に測定設定情報として登録する。
【００５４】
　エッジ抽出領域指定部３４２は、ユーザの指示に基づいて、モデル画像上でエッジ抽出
領域を特徴量情報、例えば、パターン画像に対する相対的な座標値として指定し、記憶装
置３３にエッジ抽出領域情報として登録する。
【００５５】
　接触位置指定部３４３は、表示部２１に表示されたモデル画像上で、プローブ２６が接
触すべきワークＷの側面の複数の接触目標位置を示す接触目標位置情報の指定を受け付け
る。すなわち、接触位置指定部３４３は、プローブ２６が接触すべき複数の接触目標位置
にプローブ２６を接触させるためのプローブ動作を決定する接触目標位置情報を特徴量情
報（パターン画像）に対する相対的な座標値として指定し、記憶装置３３内に登録する。
接触目標位置情報は、接触目標位置、スキャン動作開始位置及びスキャン動作終了位置か
らなる。
【００５６】
　接触目標位置には、モデル画像上で登録されたパターン画像（サーチ用データ）に対す
る相対的な位置座標と、プローブ２６が接触すべきワーク側面の高さを示す測定高さとが
含まれる。測定高さは、例えば、ユーザによって予め指定される。
【００５７】
　測定設定部３４４は、エッジ抽出領域指定部３４２により指定されたエッジ抽出領域の
中から、モデル画像上に存在するワークＷのエッジを抽出し、また、プローブ２６を接触
目標位置に接触させて、プローブ２６を撮像することにより、プローブ２６とモデル画像
上に存在するワークＷとの接触位置を特定し、これらのエッジ又は接触位置に基づいて、
モデル画像上から測定の基準とする輪郭線や、基準点を特定する。特定された輪郭線や基
準点に基づいて、測定要素（たとえば、直線、円、円弧など）が特定される。なお、特徴
量情報がＣＡＤデータである場合、輪郭線や基準点は、エッジ抽出によらず直接に特定さ
れる。
【００５８】
　測定設定部３４４は、ユーザの指示に基づいて、上述した処理により特定された測定要
素の中から、測定の対象とする要素を選択し、記憶装置３３に測定箇所情報として登録す
る。測定要素は、特定された輪郭線や基準点から新たに作成された補助線（点）に基づい
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て特定することもできる。補助線（点）としては、例えば、２つの輪郭線の交点や円中心
などが挙げられる。測定設定部３４４は、さらに選択された測定要素が円や円弧の場合に
その半径や直径、２つの直線が選択されている場合に直線間の距離などを測定対象として
指定することができる。
【００５９】
　設計値及び公差指定部３４５は、ユーザの指示に基づいて、良否判定のための設計値及
び公差を指定し、記憶装置３３に測定設定情報として登録する。
【００６０】
　特徴量情報設定部３４６は、測定実行時に撮像部２０１又は２０６により撮像されたワ
ーク画像からワークＷの位置及び姿勢を特定するための特徴量情報を設定する。すなわち
、特徴量情報設定部３４６は、ユーザの指示に基づいて、モデル画像に基づいてワークＷ
の位置及び姿勢を特定するためのサーチ用データからなる特徴量情報を設定し、記憶装置
３３に測定設定情報として登録する。例えば、特徴量情報は、正規化相関サーチ用のパタ
ーン画像（データ）であり、マスターピースが撮影されたマスターピース画像に基づいて
設定される。記憶装置３３には、特徴量情報設定部３４６により設定されたパターン画像
と接触位置指定部３４３により指定された接触目標位置情報とが同一の座標上で記憶され
る。
【００６１】
　モデル画像上で特徴が多い箇所をユーザが指定することによりパターン画像が登録され
るようにしても良いし、画像全体が自動的にパターン画像として登録されるようにしても
良い。また、モデル画像から特徴部分を抽出してパターン画像が自動的に登録されるよう
にしても良い。
【００６２】
　登録されたパターン画像と検査対象ワークＷを撮像したワーク画像をマッチングするこ
とにより、ワーク画像内のワークＷの位置及び姿勢（座標）を特定できる。マッチングに
は公知のマッチング技術、例えば、正規化相関サーチや幾何サーチ等が利用できる。なお
、モデル画像がＣＡＤ画像であれば、ＣＡＤデータに基づいて、特徴量情報を指定するこ
ともできる。
【００６３】
　上述したように、本実施の形態によれば、モデル画像上で登録されたパターン画像（サ
ーチ用データ）に対する相対的な座標値として、プローブ２６による接触目標位置情報と
エッジ抽出領域が指定される。接触目標位置情報には、プローブ２６を接触させる目標位
置である接触目標位置、スキャン動作を開始させる位置であるスキャン動作開始位置、ス
キャン動作を終了させる位置であるスキャン動作終了位置、接触すべきワーク側面の高さ
を示す測定高さなどが含まれる。
【００６４】
　使用者が、検査対象のワークＷをステージ２３に載置してワーク画像を取得し、パター
ン画像（サーチ用データ）を用いたマッチング処理を実行することにより、プローブ２６
による接触目標位置と、エッジ抽出領域が自動的に特定できる。特定された接触目標位置
に従って、プローブ２６をワーク側面に順次接触させることにより、ワークＷの輪郭線が
特定される。なお、直線状の輪郭線を特定するためには、２点以上の接触位置の座標情報
が必要となり、円状あるいは円弧状の輪郭線を特定するためには、３点以上の接触位置の
座標情報が必要となる。また、必ずしも２点以上の接触位置が必要ではなく、ある特定の
点の測定を行いたい場合は、１点の接触位置の座標情報を測定に用いることもできる。
【００６５】
　入力受付部３１１は、表示部２１に表示されたモデル画像上で、プローブ２６による測
定を行う測定要素の指定を受け付ける。表示部２１に表示中のモデル画像は、測定設定用
のワークＷが撮像されたワーク画像である。記憶装置３３には、入力受付部３１１により
指定可能な測定要素の形状種別又は大きさと、プローブ２６の接触目標位置の配置位置と
の関係を規定した配置ルールが予め記憶される。配置ルールは、測定要素の形状種別又は
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大きさに応じて、接触目標位置を適切に指定するための情報である。配置ルールは、例え
ば、測定要素の形状種別や大きさと接触目標位置の数とを対応づけるテーブル、関数又は
演算式からなる。
【００６６】
　配置ルールは、例えば、測定要素の形状種別が円又は円弧である場合、当該円又は円弧
の周方向に３以上の接触目標位置が等間隔に配置されるように定められている。また、配
置ルールは、形状種別が直線である場合、当該直線の方向に２以上の接触目標位置が等間
隔に配置されるように定められている。
【００６７】
　測定制御部３１５は、測定実行時に、上記入力受付部により指定された測定要素の位置
と、測定要素の形状種別又は大きさと、上記記憶部に記憶された配置ルールとに従って、
上記プローブの接触目標位置を特定し、特定された上記複数の接触目標位置に上記プロー
ブが順次に移動するように上記水平駆動部を制御する。
【００６８】
　接触位置指定部３４３は、測定要素上にエッジ抽出領域が設定された場合に、表示中の
モデル画像に対し、エッジ抽出領域からエッジを抽出して輪郭線を求め、輪郭線上の位置
として複数の接触目標位置を指定するとともに、接触目標位置から輪郭線の法線方向に離
間した位置として、プローブ２６を接近させるスキャン動作の開始位置を指定する。
【００６９】
　表示部２１には、スキャン動作の開始位置を示すシンボルがモデル画像上に表示され、
接触位置指定部３４３は、スキャン動作の開始位置、輪郭線上における接触目標位置の数
、プローブ２６を接近させるスキャン方向及び高さ情報を変更するためのユーザ操作を受
け付ける。
【００７０】
　図７は、図５の入力受付部３１１における接触位置指定時の動作の一例を示した図であ
る。図中の（ａ）には、パターン画像Ｉｐ及び接触目標位置情報を登録するためのワーク
Ｗが示されている。このワークＷは、ベース部材ｗ１上に形成された突出部ｗ２の両外側
が曲面形状であり、突出部ｗ２の側面間の距離Ｄがプローブ２６を用いて測定される。
【００７１】
　モデル画像Ｉｍは、反射照明により撮像された反射画像であり、ワークＷを含む一部の
領域がパターン画像Ｉｐとして登録される。このパターン画像Ｉｐと接触目標位置情報と
の関連づけには、例えば、以下の（ｂ）～（ｄ）に示すように３通りの方法がある。
【００７２】
　図中の（ｂ）には、パターン画像Ｉｐと接触目標位置とを直接に関連づける場合が示さ
れている。例えば、パターン画像Ｉｐに対し、スキャン動作の開始位置と終了位置を指定
することにより、接触目標位置が自動的に特定される。開始位置や終了位置は、プローブ
２６を示すシンボルＳｍやスキャン方向を示す矢印Ｙをマウス操作によって移動させるこ
とによって指定することができる。なお、接触目標位置を指定することにより、スキャン
動作の開始位置と終了位置を自動的に決定しても良い。この様にパターン画像Ｉｐと接触
目標位置とを直接に関連づけることにより、パターン画像（サーチ用データ）に対して接
触目標位置座標が相対的に記憶される。
【００７３】
　図中の（ｃ）には、エッジ抽出領域Ｒからエッジを抽出して特定される輪郭線Ｌと接触
目標位置とを関連づける場合が示されている。パターン画像Ｉｐ上で指定されたエッジ抽
出領域Ｒからエッジ点を抽出し、抽出されたエッジ点列にフィッティングする輪郭線Ｌが
特定される。この輪郭線Ｌに対して接触目標位置を指定することにより、パターン画像Ｉ
ｐと接触目標位置とが間接的に関連づけられる。検査時に入力されるワーク画像上のエッ
ジ抽出領域Ｒの位置座標は、ワーク画像と、パターン画像（サーチ用データ）とをマッチ
ングすることにより、自動的に特定される。位置が特定されたエッジ抽出領域Ｒ内のエッ
ジ点列が抽出され、このエッジ点列から特定される輪郭線Ｌに対して予め定めた位置に接
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触目標位置が設定される。例えば、スキャン方向が輪郭線Ｌに対して法線方向に所定距離
離れた位置から接近する方向に設定されている場合、輪郭線Ｌの法線に沿って安定的にア
プローチできるため、測定が安定する。
【００７４】
　図中の（ｄ）には、エッジ抽出領域Ｒと接触目標位置とを関連づける場合が示されてい
る。パターン画像Ｉｐ上で指定されたエッジ抽出領域Ｒに対して、接触目標位置を指定す
ることにより、パターン画像Ｉｐと接触目標位置とが間接的に関連づけられる。上述した
マッチング処理によりエッジ抽出領域Ｒの位置座標が特定されると同時に、接触目標位置
座標が特定される。
【００７５】
　図８は、図５の入力受付部３１１におけるパターン画像登録時の動作の一例を示した図
であり、図７の（ａ）に示したワークＷを透過照明により撮像した場合のモデル画像Ｉｍ
が示されている。このモデル画像Ｉｍの一部がサーチ用のパターン画像Ｉｐとして登録さ
れる。この様にサーチ用のパターン画像Ｉｐには、透過照明で撮像された透過画像を用い
る一方、接触目標位置の指定には、反射照明で撮像された反射画像を用いることができる
。
【００７６】
　一般に透過照明で撮像された透過画像ははっきりとしたエッジが得られる他、周囲環境
の変化による画像の変化も小さい。従って、透過照明で撮像した透過画像に基づいて、パ
ターン画像を登録する一方で、透過照明では取得できない非貫通のワーク形状に存在する
内側の輪郭の寸法を測定するために、反射照明で撮像された反射画像に基づいてプローブ
２６による接触目標位置の指定を行うことができる。この様にパターン画像を登録する際
の照明条件と、接触目標位置やエッジ抽出領域を登録する際の照明条件とは異ならせるこ
とができる。また、連続測定時の照明条件を設定時の照明条件と同じにするために、設定
時の照明条件が測定設定情報として登録される。
【００７７】
　上述したように設定時にモデル画像Ｉｍ上で登録されたパターン画像（サーチ用データ
）と、検査時に入力されたワーク画像とをマッチングすることにより、直接的、または間
接的に接触目標位置が特定される。プローブ２６によりスキャンすべき位置が特定される
と、プローブ２６の動作計画が決定し、測定制御部３１５がプローブ２６の動作を制御す
る。
【００７８】
　図９は、図５の入力受付部３１１における接触位置指定時の動作の一例を示した図であ
り、形状種別とスキャン経路の本数とを対応づけたテーブルが示されている。図中の（ａ
）には、分割数が固定である場合のテーブルが示されている。このテーブルは、測定対象
の形状種別とスキャン経路の本数とを対応づけた配置基準であり、３つの形状種別（直線
、円及び円弧）について、スキャン経路の本数及び分割数が規定されている。
【００７９】
　具体的には、形状種別が直線であれば、分割数＝３であり、直線を３等分するように２
本のスキャン経路が配置される。また、形状種別が円であれば、分割数＝３であり、円周
を３等分するように３本のスキャン経路が配置される。形状種別が円弧であれば、分割数
＝４であり、円弧を４等分するように３本のスキャン経路が配置される。
【００８０】
　図中の（ｂ）には、分割数が測定対象のサイズに応じて可変である場合のテーブルが示
されている。このテーブルは、測定対象の形状種別及びサイズとスキャン経路の本数とを
対応づけた配置基準であり、３つの形状種別（直線、円及び円弧）について、スキャン経
路の本数が規定されている。
【００８１】
　具体的には、形状種別が直線である場合、輪郭線Ｌの長さが閾値ＴＨ未満であれば、分
割数＝３であり、直線を３等分するように２本のスキャン経路が配置される。一方、輪郭
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線Ｌの長さが閾値ＴＨ以上であれば、分割数＝４であり、直線を４等分するように３本の
スキャン経路が配置される。また、形状種別が円である場合、輪郭線Ｌの長さが閾値ＴＨ
未満であれば、分割数＝３であり、円周を３等分するように３本のスキャン経路が配置さ
れる。一方、輪郭線Ｌの長さが閾値ＴＨ以上であれば、分割数＝４であり、円周を４等分
するように４本のスキャン経路が配置される。形状種別が円弧である場合、輪郭線Ｌの長
さが閾値ＴＨ未満であれば、分割数＝４であり、円弧を４等分するように３本のスキャン
経路が配置される。一方、輪郭線Ｌの長さが閾値ＴＨ以上であれば、分割数＝５であり、
円弧を５等分するように４本のスキャン経路が配置される。
【００８２】
　図１０は、図５の入力受付部３１１における接触位置指定時の動作の一例を示した図で
あり、輪郭線Ｌの長さに応じてスキャン経路の本数が異なる場合が示されている。図中の
（ａ）には、形状種別が直線である場合が示され、（ｂ）には、形状種別が円である場合
が示されている。
【００８３】
　ユーザによりモデル画像Ｉｍ上でエッジ抽出領域Ｒが測定対象領域として指定されれば
、エッジ抽出領域Ｒからエッジを抽出して特定された輪郭線Ｌに対し、接触目標位置が指
定される。例えば、接触目標位置は、輪郭線Ｌの端点から一定間隔ごとに指定される。輪
郭線Ｌの形状種別が直線であれば、２箇所以上の接触目標位置が指定され、輪郭線Ｌの形
状種別が円又は円弧であれば、３箇所以上の接触目標位置が指定される。この場合、輪郭
線Ｌ上に指定される接触目標位置の数は、輪郭線Ｌの長さに応じて異なる。なお、輪郭線
Ｌは、マウス操作などによって直接に指定されるようなものであっても良い。
【００８４】
　また、図示したスキャン経路のように、３以上の分割数ｎを指定することにより、輪郭
線Ｌを等分割するｎ本又は（ｎ－１）本のスキャン経路が指定されるようにしても良い。
具体的には、図１０の（ａ）に示す通り、輪郭線Ｌの形状種別が直線であれば、輪郭線Ｌ
の長さが一定値未満である場合に分割数を３とし、輪郭線Ｌを等分割する２本のスキャン
経路が指定される。一方、輪郭線Ｌの長さが一定値以上である場合には分割数を４とし、
輪郭線Ｌを等分割する３本のスキャン経路が指定される。
【００８５】
　また、図１０の（ｂ）に示す通り、形状種別が円であれば、半径が一定値未満である場
合に分割数を３とし、輪郭線Ｌを等分割する３本のスキャン経路が指定される。一方、半
径が一定値以上である場合には分割数を４とし、輪郭線Ｌを等分割する４本のスキャン経
路が指定される。
【００８６】
　スキャン経路の開始位置は、接触目標位置から輪郭線Ｌに垂直な方向に一定距離だけ離
間した位置として指定される。スキャン経路の終了位置は、輪郭線Ｌを挟んで開始位置と
は反対側の位置として指定される。また、モデル画像Ｉｍから抽出されたエッジの両側の
輝度差に基づいて、プローブ２６をワークＷの側面に近づける際のスキャン方向が決定さ
れる。なお、スキャン経路の開始位置と終了位置の決め方は上記の方法に限定されない。
スキャン経路の開始位置と終了位置は、接触目標位置に対して相対的に定められていれば
良い。
【００８７】
　＜測定制御部３１５＞
　図１１は、図５の測定制御部３１５の一構成例を示したブロック図である。この測定制
御部３１５は、サーチ処理部３５１、エッジ抽出領域特定部３５２、エッジ抽出処理部３
５３、スキャン動作決定部３５４、スキャン動作制御部３５５、プローブ検出部３５６、
接触位置特定部３５７、輪郭線算出部３５８及び寸法算出部３５９により構成される。
【００８８】
　サーチ処理部３５１は、撮像部２０１又は２０６からワーク画像を取得し、記憶装置３
３内の特徴量情報に基づいて、ワークＷの位置及び姿勢を特定する。位置及び姿勢の特定
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は、パターンサーチにより行われる。このサーチ処理部３５１は、プローブ２６が撮像視
野外の退避位置にある状態で生成されたワーク画像を取得し、当該ワーク画像からワーク
Ｗの位置及び姿勢を特定する。
【００８９】
　エッジ抽出領域特定部３５２は、サーチ処理部３５１により特定されたワークＷの位置
及び姿勢とエッジ抽出領域情報とに基づいて、ワーク画像上のエッジ抽出領域を特定する
。エッジ抽出処理部３５３は、エッジ抽出領域特定部３５２により特定されたエッジ抽出
領域からエッジ点を抽出する。
【００９０】
　スキャン動作決定部３５４は、エッジ抽出処理部３５３により抽出された複数のエッジ
点に形状種別として予め指定された幾何学図形をフィッティングさせることにより、輪郭
線の位置を特定し、接触目標位置情報に基づいて、開始位置やスキャン方向を特定するこ
とにより、スキャン動作を決定する。
【００９１】
　スキャン動作制御部３５５は、スキャン動作決定部３５４により決定されたスキャン動
作に従って、本体２の垂直駆動部２２、水平駆動部２４及び切替駆動部２７を制御する。
スキャン動作制御部３５５は、例えば、切替駆動部２７を制御してプローブ２６を退避位
置から測定位置に切り替えた後、複数の接触目標位置にプローブ２６が順次に移動するよ
うに水平駆動部２４を制御する。
【００９２】
　プローブ検出部３５６は、プローブ２６がワークＷの側面に接触したことを検出する。
例えば、撮像部２０１又は２０６からワーク画像を繰り返し取得し、スキャン経路を移動
中のプローブ２６のワーク画像上における位置が一定時間内に一定の閾値以上変化すれば
、プローブ２６がワークＷの側面に接触したと判断される。なお、プローブ２６に物理的
な接触を検知するセンサを設けてもよい。
【００９３】
　接触位置特定部３５７は、プローブ２６がワークＷの側面に接触したことが検出されれ
ば、ワークＷの側面に接触した状態のプローブ２６が撮影されたワーク画像を取得し、当
該ワーク画像上におけるプローブ２６の位置から接触位置を特定する。ワーク画像上のプ
ローブ２６の位置と、ステージ２３に対する撮像視野の相対位置とに基づいて、プローブ
２６がワークＷに接触した複数の接触位置が特定される。
【００９４】
　ステージ２３に対する撮像視野の相対位置は、水平駆動部２４から入力される。水平駆
動部２４から入力されたグローバル座標系内における撮像視野（カメラ２００又はステー
ジ２３の相対位置）の位置座標と、撮像視野内のローカル座標系内における各接触位置の
座標とから、各接触位置が求められる。
【００９５】
　なお、本実施の形態では、カメラ２００とプローブ２６はＸＹ方向に動作せず、ステー
ジ２３がＸＹ方向に移動することにより、プローブ２６とワークＷの側面とを接触させる
構成としている。そのため、プローブ２６がワークＷと接触していない状態では、プロー
ブ２６は常に撮像視野内の中心に位置する。この実施例に限らず、カメラ側がプローブ２
６とともに動く構成としても良いし、撮像視野内をプローブ２６が移動する構成としても
良い。
【００９６】
　輪郭線算出部３５８は、エッジ抽出処理部３５３によって抽出された複数のエッジ点、
又は、接触位置特定部３５７によって特定された複数の接触位置に対し、幾何学図形をフ
ィッティングさせることにより、輪郭線の位置を特定する。
【００９７】
　寸法算出部３５９は、輪郭線算出部３５８により特定された輪郭線の位置に基づいて、
ワークＷの寸法を求め、測定結果を表示部２１に表示する。寸法算出部３５９では、エッ
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ジ抽出領域からエッジを抽出して特定された輪郭線と、プローブ２６が接触することによ
って特定された輪郭線とのいずれか一方又は両方を用いて、ワークＷの寸法が求められる
。
【００９８】
　例えば、エッジ抽出によって特定された輪郭線と、プローブ２６が接触することによっ
て特定された輪郭線とを組み合わせて寸法を求めることができる。この様な構成を採用す
ることにより、エッジが正確に抽出できない測定箇所の輪郭線はプローブ２６を接触させ
て特定し、エッジが正確に抽出できる測定箇所の輪郭線はエッジ抽出によって特定して寸
法測定を行うことができる。つまり、画像で測定できる部分は、画像で測定する方が寸法
測定に要する時間を短縮することができる。
【００９９】
　図１２のステップＳ１０１～Ｓ１０７は、図５のコントローラ３における測定設定時の
動作の一例を示したフローチャートである。まず、コントローラ３は、画像測定又はプロ
ーブ測定のいずれかの測定方法がユーザにより選択されれば（ステップＳ１０１）、選択
された測定方法に応じた測定要素の設定を行う（ステップＳ１０２～Ｓ１０４）。
【０１００】
　図１３及び図１４は、図１の画像測定装置１における測定設定時の動作の一例を示した
図である。図１３の（ａ）には、登録対象のワークＷが示され、（ｂ）には、パターン画
像Ｉｐ上で指定されたエッジ抽出領域Ｒとスキャン動作の開始位置を示すシンボルＳｍが
示されている。このワークＷは、ベース部材ｗ１上に円筒状の突出部ｗ２が形成され、ベ
ース部材ｗ１の周縁部に３つの貫通孔ｗ３が形成されている。
【０１０１】
　パターン画像Ｉｐは、この様なワークＷが被写体として撮像された撮影画像からなる。
測定箇所は、ベース部材ｗ１の左右の側面間の距離と、前後の側面間の距離と、２つの貫
通孔ｗ３間の距離と、突出部ｗ２の内径とが指定されている。ベース部材ｗ１の左右の側
面間の距離と２つの貫通孔ｗ３間の距離とは、ワークＷの輪郭線に対して指定されたエッ
ジ抽出領域Ｒからエッジを抽出することによって測定される。一方、ベース部材ｗ１の前
後の側面間の距離と突出部ｗ２の内径とは、プローブ２６を接触させることによって測定
される。
【０１０２】
　図１４には、測定設定情報の指定時に、表示部２１に表示される設定画面１００が示さ
れている。設定画面１００は、測定設定情報の編集画面であり、モデル画像を表示するた
めの表示欄１１０と、寸法種別を選択するためのメニュー欄１１１が設けられている。
【０１０３】
　表示欄１１０に表示中のモデル画像は、図１２に示したワークＷが被写体として撮像さ
れた撮影画像である。倍率ボタン１３１又は１３２を操作することにより、広視野測定用
の低倍率と高精度測定用の高倍率とのいずれかを撮影倍率として指定することができる。
また、ステージ調整ボタン１３３を操作すれば、ステージ２３のＸ方向の位置及びＹ方向
の位置を調整することができる。また、Ｚ調整ボタン１３４を操作すれば、測定ユニット
２０のＺ方向の位置を調整することができる。照明ボタン１３５を操作すれば、照明種別
を指定することができる。照明種別には、透過照明、リング照明及び同軸落射照明などが
ある。
【０１０４】
　メニュー欄１１１の寸法種別には、距離測定、角度測定などがある。距離測定には、２
直線の間の距離測定、直線と点との間の距離測定、２点の間の距離測定、２円の間の距離
測定、円と直線との間の距離測定、円と点との間の距離測定、円の直径測定及び円弧の半
径測定がある。
【０１０５】
　ステップＳ１０３の画像測定要素の設定では、エッジ抽出により寸法測定を行うための
測定要素について、測定設定情報の指定が行われる。一方、ステップＳ１０４のプローブ
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測定要素の設定では、プローブ２６を接触させて寸法測定を行うための測定要素について
、測定設定情報の指定が行われる。ステップＳ１０３及びＳ１０４の処理内容は、図１７
及び図１９においてそれぞれ詳述する。コントローラ３は、モデル画像上の全ての測定要
素について、設定が完了するまでステップＳ１０１からＳ１０４までの処理手順を繰り返
す（ステップＳ１０５）。
【０１０６】
　次に、コントローラ３は、設計値及び公差の指定を行う（ステップＳ１０６）。このス
テップでは、モデル画像から算出された寸法値が測定要素の輪郭線に対応づけて表示され
、モデル画像上の寸法値がユーザにより選択されれば、設計値や公差を新たに指定し、或
いは、変更することができる。
【０１０７】
　図１５には、設計値及び公差の指定時における公差設定画面１０１が示されている。公
差設定画面１０１は、設計値及び公差の編集画面であり、モデル画像を表示するための表
示欄１１０と、設計値と公差の上限値及び下限値とを指定するための入力欄１１２が設け
られている。表示欄１１０に表示中のモデル画像には、測定箇所に対応づけて寸法線や識
別番号が表示されている。
【０１０８】
　この入力欄１１２には、測定設定情報として登録された複数の測定箇所について、設計
値と公差の上限値及び下限値とが表示され、測定箇所を選択すれば、設計値、公差の上限
値又は下限値を新たに指定し、或いは、変更することができる。
【０１０９】
　次に、コントローラ３は、特徴量情報の登録を行う（ステップＳ１０７）。このステッ
プでは、ワークＷの位置及び姿勢を特定するためのパターン画像（サーチ用データ）が、
パターン画像と各測定要素の設定で指定されるエッジ抽出領域との相対的な位置関係と共
にモデル画像を用いて登録される。
【０１１０】
　図１６には、特徴量情報の指定時における特徴量設定画面１０２が示されている。この
特徴量設定画面１０２は、パターン画像を特徴量情報として登録するための編集画面であ
り、モデル画像を表示するための表示欄１１０と、登録対象領域及びサーチ条件を指定す
るための入力欄１１４が設けられている。表示欄１１０に表示中のモデル画像には、登録
対象領域の外縁を示す枠１１３が表示されている。
【０１１１】
　サーチ条件には、回転方向のスキャン範囲を制限するためのサーチ範囲と、パターン画
像と一致するワークＷの検出個数とを指定することができる。登録ボタン１１５を操作す
れば、表示中のモデル画像がサーチ用のパターン画像として登録される。
【０１１２】
　図１７のステップＳ２０１～Ｓ２０９は、図１２のステップＳ１０３（画像測定要素の
設定）について、詳細動作の一例を示したフローチャートであり、コントローラ３の動作
が示されている。まず、コントローラ３は、後述する撮影条件を指定し（ステップＳ２０
１）、ステージ２３上に載置されたマスターピースが撮影された撮影画像を取得してモデ
ル画像として表示する（ステップＳ２０２）。
【０１１３】
　次に、測定要素の形状種別がユーザにより選択され（ステップＳ２０３）、形状種別に
対応づけてエッジ抽出領域がユーザにより指定される（ステップＳ２０４）。コントロー
ラ３は、指定されたエッジ抽出領域から複数のエッジ点を抽出し（ステップＳ２０５）、
これらのエッジ点に対し、選択された形状種別に対応する幾何学図形をフィッティングさ
せることによって輪郭線の位置を決定する（ステップＳ２０６）。
【０１１４】
　次に、コントローラ３は、輪郭線の位置に基づいて、測定箇所の寸法を算出し、測定要
素に対応づけて測定結果の寸法値をモデル画像上に表示する（ステップＳ２０７，Ｓ２０
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８）。コントローラは、モデル画像上の全ての測定要素について、設定が完了するまでス
テップＳ２０３からＳ２０８までの処理手順を繰り返す（ステップＳ２０９）。
【０１１５】
　図１８は、図１の画像測定装置１における画像測定要素の設定時の動作の一例を示した
図である。図中の（ａ）には、モデル画像上で指定されたエッジ抽出領域１１６が示され
、（ｂ）には、エッジ抽出領域１１６からエッジを抽出して特定された輪郭線１１７が示
されている。
【０１１６】
　設定画面１００の表示欄１１０に表示中のモデル画像に対し、測定要素の始点及び終点
の位置を指定すれば、始点及び終点を結ぶ直線を含む矩形領域がエッジ抽出領域１１６と
して自動的に指定され、エッジ点のスキャン方向と共に測定要素に対応づけてモデル画像
上に表示される。エッジ抽出領域１１６の登録が完了すれば、当該エッジ抽出領域１１６
からエッジを抽出して特定された輪郭線１１７や寸法値がモデル画像上に表示される。
【０１１７】
　図１９のステップＳ３０１～Ｓ３１５は、図１２のステップＳ１０４（プローブ測定要
素の設定）について、詳細動作の一例を示したフローチャートであり、コントローラ３の
動作が示されている。ステップＳ３０１からステップＳ３０６までの処理手順は、図１７
のステップＳ２０１からステップＳ２０６までの処理手順と同様である。
【０１１８】
　次に、コントローラ３は、接触目標位置情報を指定する（ステップＳ３０７）。接触目
標位置情報、すなわち、接触目標位置及びスキャン経路は、測定要素の形状種別及びサイ
ズに基づいて自動的に指定される。また、指定されたスキャン経路は、モデル画像上に重
畳して表示される（ステップＳ３０８）。
【０１１９】
　図２０は、図１の画像測定装置１におけるプローブ測定要素の設定時の動作の一例を示
した図である。プローブ測定は、プローブ２６をカメラ２００により撮像して行うもので
あることから、プローブ２６をワークＷのどこに接触させれば良いのか、或いは、ワーク
Ｗの側面に対し、どのようにアプローチすれば良いのかをユーザ自身で判断するのは難し
い。本実施の形態による画像測定装置１では、モデル画像上でエッジ抽出領域を測定対象
領域として指定するだけで、接触目標位置が自動的に決定される。
【０１２０】
　図中の（ａ）には、モデル画像Ｉｍ上で指定されたエッジ抽出領域１１８が示されてい
る。設定画面１００の表示欄１１０に表示中のモデル画像Ｉｍに対し、測定要素の円周上
に３つの点を指定すれば、これらの点を含む円環状の領域がエッジ抽出領域１１８として
自動的に指定され、モデル画像Ｉｍ上に表示される。
【０１２１】
　図中の（ｂ）には、エッジ抽出領域１１８からエッジを抽出して特定された輪郭線１１
９とスキャン動作の開始位置を示すシンボル１２０とが示されている。エッジ抽出領域１
１８の登録が完了すれば、当該エッジ抽出領域１１８からエッジを抽出して輪郭線１１９
の位置が特定される。接触目標位置は、この輪郭線１１９に対して指定され、スキャン動
作の開始位置を示すシンボル１２０が輪郭線１１９に対応づけて表示される。この例では
、３つのスキャン経路が輪郭線１１９に沿って等間隔に配置されている。
【０１２２】
　設定画面１００上でのシンボル１２０とワークＷは、実際のコンタクト部２６１とワー
クＷの相似形である。これにより、ユーザは、設定画面１００上でコンタクト部２６１と
ワークＷとの位置関係を正確に把握することができ、プローブ２６を動作させた際にコン
タクト部２６１がワークＷと干渉するか否かを確認することができる。また、コンタクト
部２６１とワークＷが干渉する可能性が高い場合には、設定画面１００上にエラーを表示
するなどして、ユーザに報知しても良い。
【０１２３】
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　図中の（ｃ）には、プローブ２６を接触させて特定された輪郭線１２１と輪郭線１２１
に対応づけて表示された寸法値とが示されている。接触目標位置の登録が完了すれば、設
定画面１００内のモデル画像には、プローブ２６をワークＷの側面に接触させて特定され
た輪郭線１２１が表示されるとともに、当該輪郭線１２１から求められた寸法値が輪郭線
１２１に対応づけて表示される。
【０１２４】
　次に、コントローラ３は、スキャン経路の調整を行うか否かをユーザに照会し（ステッ
プＳ３０９）、スキャン経路の調整がユーザにより指示されれば、接触目標位置の調整を
行う（ステップＳ３１０）。
【０１２５】
　図２１及び図２２は、図１の画像測定装置１におけるプローブ測定要素の設定時の動作
の一例を示した図である。図２１の（ａ）には、モデル画像Ｉｍ上の輪郭線１１９に対し
て指定された接触目標位置を調整する場合が示され、（ｂ）には、スキャン方向を変更す
る場合が示され、（ｃ）には、スキャン経路の本数を変更する場合が示されている。
【０１２６】
　モデル画像Ｉｍ上の輪郭線１１９に対して指定された接触目標位置は、マウス操作など
によってスキャン動作の開始位置を示すシンボル１２０を移動させることにより、調整す
ることができる。例えば、シンボル１２０を輪郭線１１９の径方向に移動させることによ
り、スキャン動作の開始位置を輪郭線１１９から内側へ遠ざけることができる。また、設
定画面１００を操作することにより、スキャン方向を反転させ、或いは、スキャン経路を
追加することができる。
【０１２７】
　図２２の（ａ）には、登録対象のワークＷが示され、（ｂ）には、モデル画像Ｉｍ上で
指定された接触目標位置が示され、（ｃ）には、エラー表示されたシンボル１２０が示さ
れている。ワークＷの右側面に対応する輪郭線１１９に対し、２つのスキャン経路が指定
されている。スキャン動作の開始位置を示すシンボル１２０をマウス操作などによって移
動させることにより、接触目標位置を変更することができる。
【０１２８】
　スキャン動作の開始位置は、測定箇所の輪郭線１１９に近い方が測定時間を短縮するこ
とができる。しかしながら、スキャン動作の開始位置を測定箇所の輪郭線１１９に近づけ
過ぎた場合、ワークＷの寸法ばらつきにより、プローブ２６を開始位置まで移動させる際
にプローブ２６がワークＷと干渉するおそれがある。すなわち、右側の輪郭線１１９を測
定対象とする場合、右側の輪郭線１１９にスキャン開始位置を近づけ過ぎると、連続測定
時のワークＷの寸法ばらつきにより、プローブ２６がワークＷに干渉してしまう。
【０１２９】
　この様にモデル画像Ｉｍ上で指定された接触目標位置が測定対象の輪郭線１１９に近い
場合、当該輪郭線１１９から遠ざかるように接触目標位置を調整することができる。すな
わち、右側の輪郭線１１９から離れるように、スキャン動作の開始位置を調整することが
できる。
【０１３０】
　一方、スキャン開始位置が左側の輪郭線１１９に近づけ過ぎると、プローブ２６がワー
クＷの左側面と干渉してしまう。この様に測定対象の輪郭線１１９とは異なる輪郭線と重
複する位置にスキャン開始位置が指定されれば、シンボル１２０がエラー表示される。こ
のため、ユーザは、モデル画像Ｉｍを確認することにより、接触目標位置を容易に調整す
ることができる。
【０１３１】
　図２３は、図１の画像測定装置１におけるプローブ測定要素の設定時の動作の一例を示
した図である。図中の（ａ）には、登録対象のワークＷが示され、（ｂ）には、モデル画
像Ｉｍ上でスキャン動作の高さ位置を調整する場合が示されている。このワークＷは、高
さ方向の段差を有し、下段の右側面と上段の右側面との間の水平方向の距離Ｄがプローブ
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２６を用いて測定される。
【０１３２】
　ワークＷの下段の右側面と上段の右側面とでは、鉛直方向の位置が異なるため、スキャ
ン動作の測定高さを適切に指定する必要がある。すなわち、上段の右側面を測定するため
の測定高さｈ２は、下段の右側面を測定するための測定高さｈ１よりも高い位置として指
定する必要がある。この様な高さ情報は、プローブ２６を実際に移動させて指定しても良
いし、数値で指定することもできる。
【０１３３】
　また、測定高さを変更すると、垂直駆動部２２を制御してプローブ２６を変更後の測定
高さに移動させることができ、これによりワークＷとコンタクト部２６１の高さ関係を実
際に確認することができる。
【０１３４】
　次に、コントローラ３は、スキャン動作を開始し、マスターピースの側面に接触した状
態のプローブ２６が撮影された撮影画像を取得し、当該撮影画像に基づいて、接触点の位
置を特定する（ステップＳ３１１）。そして、コントローラ３は、２以上の接触点の位置
から輪郭線の位置を決定する（ステップＳ３１２）。
【０１３５】
　コントローラ３は、輪郭線の位置に基づいて、測定箇所の寸法を算出し、測定要素に対
応づけて測定結果の寸法値をモデル画像上に表示する（ステップＳ３１３，Ｓ３１４）。
コントローラは、モデル画像上の全ての測定要素について、設定が完了するまでステップ
Ｓ３０３からＳ３１４までの処理手順を繰り返す（ステップＳ３１５）。
【０１３６】
　図２４は、図１の画像測定装置１におけるプローブ測定要素の設定時の動作の一例を示
した図である。図中の（ａ）には、第１スキャンモードの場合が示され、（ｂ）には、第
２スキャンモードが示されている。第１スキャンモード及び第２スキャンモードは、ステ
ージ２３に対し、プローブ２６が相対的に接触目標位置間を移動する際の移動方法であり
、第１スキャンモード又は第２スキャンモードのいずれかを指定することができる。
【０１３７】
　第１スキャンモードでは、接触目標位置間の移動ごとに、プローブ２６が測定高さから
基準高さに切り替えられる。隣接する２つの接触目標位置間に段差などの障害物がある場
合には、第１スキャンモードを選択することにより、ワークＷとの干渉を確実に防止する
ことができる。
【０１３８】
　一方、第２スキャンモードでは、基準高さに切り替えることなく、ステージ２３に対し
、プローブ２６が相対的に接触目標位置間を移動する。具体的には、１つの測定要素に対
して複数の接触目標位置が指定されている場合、基準高さに切り替えることなく、ステー
ジ２３に対し、プローブ２６を相対的に当該接触目標位置間で移動させる。ただし、ステ
ージ２３に対し、異なる２つの測定要素間でプローブ２６を相対的に移動させる際には、
基準高さに切り替えることなくプローブ２６を移動させても良いが、プローブ２６を測定
高さから基準高さに切り替えることが望ましい。ステージ２３に対し、プローブ２６を相
対的に同じ高さで輪郭線に沿って移動させることにより、測定時間を短縮することができ
る。
【０１３９】
　図２５のステップＳ４０１～Ｓ４０４は、図１２のステップＳ１０７（特徴量情報の登
録）について、詳細動作の一例を示したフローチャートであり、コントローラ３の動作が
示されている。まず、コントローラ３は、撮影条件を指定した後（ステップＳ４０１）、
マスターピースが撮影されたモデル画像を取得して登録対象領域を指定する（ステップＳ
４０２）。
【０１４０】
　次に、コントローラ３は、パターン画像を用いてパターンサーチする際のサーチ条件を
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指定する（ステップＳ４０３）。コントローラ３は、特徴量情報の登録に係る全ての設定
が完了するまで、ステップＳ４０１からステップＳ４０３までの処理手順を繰り返し（ス
テップＳ４０４）、全ての設定が完了すれば、モデル画像から得られたパターン画像とサ
ーチ条件とを特徴量情報として記憶する。
【０１４１】
　図２６のステップＳ５０１～Ｓ５０８は、図１７のステップＳ２０１、図１９のステッ
プＳ３０１及び図２５のステップＳ４０１（撮影条件の指定）について、詳細動作の一例
を示したフローチャートであり、コントローラ３の動作が示されている。まず、コントロ
ーラ３は、プローブ２６の位置を確認し、退避位置でなければ、測定ユニット２０の切替
駆動部２７を制御して退避位置に切り替える（ステップＳ５０１，Ｓ５０２）。
【０１４２】
　次に、コントローラ３は、水平駆動部２４を制御し、水平面内におけるステージ２３の
Ｘ方向の位置及びＹ方向の位置を調整する（ステップＳ５０３）。次に、コントローラ３
は、フォーカス位置を調整するために、垂直駆動部２２を制御して測定ユニット２０のＺ
方向の位置を調整する（ステップＳ５０４）。
【０１４３】
　次に、コントローラ３は、照明条件、撮像条件及び撮影倍率を指定する（ステップＳ５
０５～Ｓ５０７）。照明条件には、照明種別、点灯状態、明るさ及びリング照明ユニット
２１１のＺ方向の位置がある。撮像条件には、露光時間、ゲイン及び撮影範囲がある。
【０１４４】
　コントローラ３は、撮影条件の指定に係る全ての設定が完了するまで、ステップＳ５０
３からステップＳ５０７までの処理手順を繰り返し（ステップＳ５０８）、全ての設定が
完了すれば、撮影条件を測定設定情報として記憶する。
【０１４５】
　図２７及び図２８のステップＳ６０１～Ｓ６１７は、図５のコントローラ３における連
続測定時の動作の一例を示したフローチャートである。まず、コントローラ３は、測定設
定情報を読み出し（ステップＳ６０１）、測定設定情報に基づいて、撮影条件を指定する
（ステップＳ６０２）。次に、コントローラ３は、ステージ２３上に載置されたワークＷ
を上記撮影条件で撮影してワーク画像を取得し（ステップＳ６０３）、特徴量情報を用い
たパターンサーチによりワークＷの位置及び姿勢を特定する（ステップＳ６０４，Ｓ６０
５）。
【０１４６】
　次に、コントローラ３は、パターンサーチによって特定されたワークＷの位置及び姿勢
に基づいて、ワーク画像上でエッジ抽出領域の位置を特定する（ステップＳ６０６）。コ
ントローラ３は、特定されたエッジ抽出領域から複数のエッジ点を抽出し（ステップＳ６
０７）、これらのエッジ点に幾何学図形をフィッティングさせることによって輪郭線の位
置を特定する（ステップＳ６０８）。
【０１４７】
　次に、コントローラ３は、画像測定要素が測定設定情報として登録されていれば（ステ
ップＳ６０９）、特定された輪郭線の位置に基づいて、測定箇所の寸法を算出し（ステッ
プＳ６１０）、測定要素に対応づけて測定結果の寸法値をワーク画像上に表示する（ステ
ップＳ６１１）。
【０１４８】
　次に、コントローラ３は、プローブ測定要素が測定設定情報として登録されていれば（
ステップＳ６１２）、測定ユニット２０の切替駆動部２７を制御してプローブ２６を退避
位置から測定位置に切り替えた後、垂直駆動部２２を制御して基準高さに切り替える（ス
テップＳ６１３）。コントローラ３は、エッジ抽出領域からエッジを抽出して特定した輪
郭線の位置に基づいて、スキャン開始位置を特定し（ステップＳ６１４）、スキャン動作
を行う（ステップＳ６１５）。
【０１４９】
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　次に、コントローラ３は、ワークＷの側面に接触した状態のプローブ２６が撮影された
撮影画像を取得し、当該撮影画像に基づいて接触点の位置を求めて輪郭線の位置を特定し
、測定箇所の寸法を算出する（ステップＳ６１６）。そして、コントローラ３は、測定要
素に対応づけて測定結果の寸法値をワーク画像上に表示する（ステップＳ６１７）。
【０１５０】
　なお、接触目標位置がパターン画像に直接に関連づけられている場合、パターンサーチ
によって特定されたワークＷの位置及び姿勢から接触目標位置が直接に特定される。また
、接触目標位置がエッジ抽出領域に関連づけられている場合には、パターンサーチによっ
て特定されたワークＷの位置及び姿勢に基づいてワーク画像上のエッジ抽出領域の位置を
特定することにより、接触目標位置が特定される。
【０１５１】
　図２９～図３１は、図１の画像測定装置１における連続測定時の動作の一例を示した図
である。図２９の（ｂ）～（ｄ）、図３０の（ａ）～（ｄ）及び図３１には、ワークＷの
位置及び姿勢が互いに異なる２つのワーク画像Ｉｗがそれぞれケース１及びケース２とし
て示されている。図２９の（ａ）には、サーチ用データとして登録されたパターン画像Ｉ
ｐが示され、（ｂ）には、パターンサーチのために撮像されたワーク画像Ｉｗが示されて
いる。これらのパターン画像Ｉｐ及びワーク画像Ｉｗは、いずれも透過照明による透過画
像である。このワーク画像Ｉｗをパターン画像Ｉｐとマッチングすることにより、ワーク
Ｗの位置及び姿勢が特定される。
【０１５２】
　図２９の（ｃ）には、エッジ抽出のために撮像されたワーク画像Ｉｗが示されている。
このワーク画像Ｉｗは、反射照明による反射画像であり、パターンサーチによって特定さ
れたワークＷの位置及び姿勢に基づいて、エッジ抽出領域が特定される。
【０１５３】
　図２９の（ｄ）には、図２９の（ｃ）に示したワーク画像Ｉｗ上で特定された複数のエ
ッジ抽出領域Ｒが示されている。エッジ抽出領域Ｒは、ワークＷの位置及び姿勢と、エッ
ジ抽出領域情報として登録された相対位置情報とに基づいて、位置座標が特定される。
【０１５４】
　図３０の（ａ）には、エッジ抽出領域Ｒからエッジを抽出して特定された複数の輪郭線
Ｌ１及びＬ２が示されている。輪郭線Ｌ１は、測定要素が画像測定要素として登録されて
いる場合の輪郭線である。一方、輪郭線Ｌ２は、測定要素がプローブ測定要素として登録
されている場合に、接触目標位置を特定するために用いる仮の輪郭線であり、位置精度は
低い。
【０１５５】
　図３０の（ｂ）には、ワーク画像Ｉｗ上の輪郭線Ｌ２に対して特定された複数の接触目
標位置が示されている。接触目標位置は、輪郭線Ｌ２の位置と接触目標位置情報として登
録された相対位置情報とに基づいて、特定される。
【０１５６】
　図３０の（ｃ）には、プローブ２６を接触させて特定された複数の接触位置Ｐが示され
ている。接触位置Ｐは、プローブ２６がワークＷの側面に接触した状態で取得されたワー
ク画像Ｉｗとステージ２３の位置とに基づいて、特定される。図３０の（ｄ）には、複数
の接触位置Ｐに幾何学図形をフィッティングさせて特定された輪郭線Ｌ３が示されている
。
【０１５７】
　図３１には、ワークＷの良否判定の結果が測定箇所に対応づけて表示されたワーク画像
Ｉｗが示されている。エッジ抽出により特定された輪郭線Ｌ１やプローブ動作によって特
定された輪郭線Ｌ３に基づいて、測定箇所の寸法値が求められる。また、求められた寸法
値を設計値と比較し、設計値に対する誤差を公差と比較することにより、ワークＷの良否
判定が行われる。この良否判定の結果は、測定箇所に対応づけてワーク画像Ｉｗ上に表示
される。
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【０１５８】
　図３１の左側に示したワーク画像Ｉｗでは、全ての測定箇所がＯＫ判定であり、ワーク
Ｗは、良品であると判定される。一方、図３１の右側に示したワーク画像Ｉｗでは、画像
測定要素として登録された測定箇所の１つがＮＧ判定であり、ワークＷは、不良品である
と判定される。
【０１５９】
　図３２のステップＳ７０１～Ｓ７１２は、図２８のステップＳ６１５（スキャン動作）
について、詳細動作の一例を示したフローチャートであり、コントローラ３の動作が示さ
れている。まず、コントローラ３は、水平駆動部２４を制御し、基準高さにおいて、ステ
ージ２３に対し、スキャン経路の開始位置に対応する位置にプローブ２６を相対的に移動
させた後（ステップＳ７０１）、垂直駆動部２２を制御してプローブ２６を測定高さに移
動させる（ステップＳ７０２）。
【０１６０】
　次に、コントローラ３は、水平駆動部２４を制御して、ステージ２３に対し、プローブ
２６を相対的にスキャン方向に移動させ（ステップＳ７０３）、接触が検出されれば、ワ
ーク画像上のプローブ２６の位置及びステージ２３の位置に基づいて、接触位置を算出す
る（ステップＳ７０４，Ｓ７０５）。プローブ２６は、ワーク画像上の輪郭線の法線に沿
って接近するように制御される。コントローラ３は、全ての接触目標位置について測定が
完了するまで、ステップＳ７０１からステップＳ７０５までの処理手順を繰り返し、全て
の接触目標位置について測定が完了すれば、プローブ２６を基準高さに移動させてこの処
理を終了する（ステップＳ７０６，Ｓ７０７）。
【０１６１】
　コントローラ３は、第１スキャンモードが指定されていれば、１つの接触目標位置につ
いて測定が完了するごとに、プローブ２６を基準高さに移動させる（ステップＳ７０６，
Ｓ７１１，Ｓ７１２）。
【０１６２】
　また、コントローラ３は、接触が検出されることなく、プローブ２６が終了位置に到達
すれば、エラーが発生したと判断し、プローブを基準高さに移動させてエラー出力を行う
（ステップＳ７０４，Ｓ７０８～Ｓ７１０）。
【０１６３】
　本実施の形態によれば、パターン画像に基づいてワーク画像からワークＷの位置及び姿
勢が特定されるため、ワークＷをステージ２３上に載置するだけで、プローブ２６を用い
た寸法測定を行うことができる。また、接触目標位置情報に基づいて、プローブ２６が接
触すべき接触目標位置が特定されるため、パターン画像に対して相対的な位置を最初に指
定するだけで、ワークＷに対する複数の接触目標位置を特定してプローブ２６を順次に移
動させることができる。
【０１６４】
　また、ワークＷの位置及び姿勢を特定するためのワーク画像はプローブ２６が退避位置
にある状態で生成されるため、プローブ２６がワークＷと重複して撮像され、或いは、ワ
ークＷの近傍に撮像されるのを防止することができる。
【０１６５】
　また、本実施の形態によれば、測定要素の位置と測定要素の形状種別又は大きさと配置
ルールとに従ってプローブ２６が接触すべきワーク側面の複数の接触目標位置が特定され
るため、モデル画像上で測定要素を指定するだけで、複数の接触目標位置を自動的に特定
してプローブ２６によるスキャン動作を決定することができる。
【０１６６】
　なお、本実施の形態では、水平駆動部２４がステージ２３をＸ方向及びＹ方向に移動さ
せる場合の例について説明したが、本発明は、水平駆動部２４の構成をこれに限定するも
のではない。例えば、水平駆動部２４が、プローブ２６又は測定ユニット２０をＸ方向及
びＹ方向に移動させるような構成であっても良い。或いは、水平駆動部２４が、ステージ
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２３をＸ方向に移動させ、プローブ２６又は測定ユニット２０をＹ方向に移動させるよう
な構成であっても良い。
【０１６７】
　また、本実施の形態では、垂直駆動部２２が測定ユニット２０をＺ方向に移動させる場
合の例について説明したが、本発明は、垂直駆動部２２の構成をこれに限定するものでは
ない。例えば、垂直駆動部２２がステージ２３をＺ方向に移動させるような構成であって
も良い。
【０１６８】
　また、本実施の形態では、スキャン経路のスキャン方向がエッジの両側の輝度差に基づ
いて指定される場合の例について説明したが、本発明は、スキャン方向の指定方法をこれ
に限定するものではない。例えば、撮像部２０１又は２０６のフォーカス位置を利用して
測定箇所の近傍の高さ情報を取得し、この高さ情報に基づいて、スキャン方向を指定する
ような構成であっても良い。また、スキャン方向には、予め定められた方向がデフォルト
指定されるような構成であっても良い。
【０１６９】
　また、本実施の形態では、接触目標位置の測定高さがユーザによって指定される場合の
例について説明したが、本発明は、測定高さを撮像部２０１又は２０６のフォーカス位置
を利用して自動的に指定するような構成であっても良い。
【０１７０】
　また、本実施の形態では、ワーク画像に基づいて、プローブ２６がワークＷの側面に接
触したことが検出される場合の例について説明したが、本発明は、接触検出の方法をこれ
に限定するものではない。例えば、圧力又は振動を検知するセンサを用いて、プローブ２
６がワークＷの側面に接触したことを検出するような構成であっても良い。
【０１７１】
　また、本実施の形態では、プローブ２６が測定ユニット２０の筐体に取り付けられる場
合の例について説明したが、本発明は、プローブ２６が、撮像部２０１又は２０６の撮像
視野内における測定領域内で水平方向に移動可能なものにも適用することができる。
【０１７２】
　また、本実施の形態では、プローブ用光源２６３から金属管２６２を介してガイド光が
伝送される自発光型のプローブ２６を備えた画像測定装置１について説明したが、本発明
は、プローブ２６の構成をこれに限定するものではない。例えば、プローブは、ガイド光
を放射しないものであっても良い。
【０１７３】
　＜付着物検知＞
　測定制御部３１５はコンタクト部２６１とワークＷの側面とが接触したときに撮像部２
０１により生成された画像を用いてワークＷの側面の位置を測定する測定部として機能す
る。したがって、コンタクト部２６１に油やゴミなど異物（付着物）が付着していると、
ワークＷの側面の位置の測定結果に誤差が生じる。そこで、測定制御部３１５は撮像部２
０１により生成されたコンタクト部２６１の画像におけるコンタクト部２６１の形状が所
定形状であるかを判定する形状判定部をさらに有する。表示部２１は形状判定部の判定結
果を出力する出力部として機能する。なお、撮像部２０１に代えて撮像部２０６が使用さ
れてもよい。撮像部２０６は、撮像部２０１と比較して、撮影倍率の高い撮像装置である
ため、非常に小さなコンタクト部２６１であっても精度よくコンタクト部２６１を撮影す
ることができる。
【０１７４】
　図３５（ａ）はコンタクト部２６１に付着物が付着していないときに撮像部２０１によ
り生成されたコンタクト部２６１の画像Ｉｃ１の一例を示している。コンタクト部２６１
は点灯しているため、画像Ｉｃ１においてコンタクト部２６１の外周は白くなっている。
図３５（ｂ）は画像Ｉｃ１から抽出されたコンタクト部２６１のエッジ３５０１を示して
いる。コンタクト部２６１は球体であるため、画像Ｉｃ１におけるコンタクト部２６１の
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部分は水平断面形状を示す。つまり、エッジ３５０１は半径ｒの円となる。図３５（ｃ）
はコンタクト部２６１のエッジ３５０１から求められた最小二乗近似円３５０２を示して
いる。最小二乗近似円３５０２の半径ｒも設計通りの値となる。
【０１７５】
　図３５（ｄ）はコンタクト部２６１にゴミ３５００が付着しているときに撮像部２０１
により生成されたコンタクト部２６１の画像Ｉｃ２の一例を示している。ゴミ３５００は
、説明の便宜上、誇張されて図示されている。図３５（ｂ）は画像Ｉｃ２から抽出された
コンタクト部２６１のエッジ３５１１を示している。ゴミ３５００が付着している外周部
分（エッジ）までの中心からの距離は、所定半径ｒよりも大きな距離ｒ’となっている。
図３５（ｆ）はコンタクト部２６１のエッジ３５１１から求められた最小二乗近似円３５
１２を示している。最小二乗近似円３５１２の半径ｒ”は、ゴミ３５００の影響を受けて
、所定半径ｒよりも大きくなってしまう。また、ゴミ３５００が付着している外周部分の
中心からの距離ｒ’は、最小二乗近似円３５１２の半径ｒ”からも乖離する。つまり、ゴ
ミが付着していないコンタクト部２６１のエッジ３５０１から求められる真円度はほぼ設
計値を満たすが、ゴミ３５００が付着していないコンタクト部２６１のエッジ３５０１か
ら求められる真円度は設計値を満たさない。
【０１７６】
　このように測定制御部３１５はコンタクト部２６１の断面形状が所定形状でないことを
判定するために、抽出エッジの真円度と閾値とを比較してもよい。とりわけ、測定制御部
３１５は抽出エッジから最小二乗近似円３５１２を求め、最小二乗近似円３５１２から乖
離しているエッジの位置にクリーニングすべきゴミ３５００が存在すると判定してもよい
。
【０１７７】
　代替案として、測定制御部３１５はゴミが付着していないときに撮像部２０１により生
成されたコンタクト部２６１の画像Ｉｃ１を記憶装置３３に記憶しておき、撮像部２０１
により生成されたコンタクト部２６１の画像Ｉｃ２と画像Ｉｃ１とを比較することで、コ
ンタクト部２６１の形状が所定形状でないことを判定してもよい。たとえば、測定制御部
３１５は、画像Ｉｃ１と画像Ｉｃ２との差分画像を生成し、差分が閾値よりも大きな画素
を見つけると、コンタクト部２６１の形状が所定形状でないことを判定してもよい。また
、測定制御部３１５は差分が閾値よりも大きな画素の位置にゴミ３５００が付着している
と判定してもよい。
【０１７８】
　代替案として、測定制御部３１５はゴミが付着していないときに撮像部２０１により生
成されたコンタクト部２６１の画像Ｉｃ１からコンタクト部２６１のエッジを抽出し、直
径を求めて記憶装置３３に記憶しておき、記憶されている直径と画像Ｉｃ２から同様にし
て求めた直径との差分が閾値を超えていれば、コンタクト部２６１の形状が所定形状でな
いと判定してもよい。この手法はコンタクト部２６１の全体にほぼ均一に付着した油であ
っても検知できる。たとえば、最小二乗近似円と中心からエッジまでの距離との乖離を検
知する手法は、コンタクト部２６１の全体に付着した油を検知できない。よって、コンタ
クト部２６１の全体に液体などが均一に付着しやすい測定環境においては、直径比較が有
利であろう。
【０１７９】
　●測定制御部の機能
　図３６は測定制御部３１５の機能を示している。エッジ抽出部３６０１はコンタクト部
２６１の画像Ｉｃ１、Ｉｃ２からコンタクト部２６１の外形（断面形状）のエッジを抽出
する。近似円決定部３６０２はエッジ抽出部３６０１により抽出された各エッジの位置デ
ータ（座標データ）に対して最小二乗フィッティングを適用して最小二乗近似円を算出す
る。形状判定部３６０３は、たとえば、エッジ抽出部３６０１により抽出された各エッジ
と最小近似円とに基づきコンタクト部２６１の断面形状が所定形状であるかを判定する。
たとえば、形状判定部３６０３は、各エッジと最小近似円との距離を求め、各距離が所定
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の閾値を超えているかどうかを判定する。比較情報３６０５は、付着物を検知するための
閾値や基準画像などを含む。結果出力部３６０４は、形状判定部３６０３の判定結果を、
表示制御部３１２を介して表示部２１に出力する。なお、制御装置３１の機能のすべてま
たは一部はＣＰＵなどのプロセッサが制御プログラムを実行することで実現されてもよい
し、ＦＰＧＡやＡＳＩＣのようなハードウエアによって実現されてもよい。ＡＳＩＣは特
定用途集積回路の略称である。ＦＰＧＡはフィールドプログラマブルゲートアレイの略称
である。制御プログラムは記憶装置３３などのコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてい
る。
【０１８０】
　●フローチャート
　図３７はコントローラ３が実行するプローブチェック処理を示すフローチャートである
。コントローラ３は、プローブチェック処理の開始条件が満たされると、プローブチェッ
ク処理を開始する。開始条件とは、たとえば、入力受付部３１１を通じてユーザによりプ
ローブチェック処理の実行を指示されたことである。また、開始条件は、画像測定装置１
に商用電源などから電力を供給されて画像測定装置１が起動したことであってもよい。ま
た、開始条件は、画像測定装置１の設定モードから測定モードに遷移したことであっても
よい。開始条件は、各測定要素の測定直前であってもよい。また、一つの測定要素につき
複数のプローブ測定点が設定されている場合、開始条件は、各プローブ測定点の測定直前
であってもよい。このように一つのワークＷについてプローブチェック処理が一回実行さ
れてもよいし、プローブ２６を用いた一回の測定処理についてプローブチェック処理が一
回実行されてもよい。また、プローブ２６を用いて測定される一つの測定要素についてプ
ローブチェック処理が一回実行されてもよい。また、一つの測定点についてプローブチェ
ック処理が一回実行されてもよい。
【０１８１】
　Ｓ８０１で測定制御部３１５は照明制御部３１４にプローブ用光源２６３を点灯させる
。なお、測定制御部３１５はステージ上に何も載せてはならないことを示すメッセージを
表示部２１に表示してもよい。これは、ステージ２３にワークＷなどが載置されていると
、コンタクト部２６１の画像にワークＷが写りこんでしまい、コンタクト部２６１のエッ
ジの抽出精度を低下させるからである。
【０１８２】
　Ｓ８０２で測定制御部３１５は撮像制御部３１３を通じてカメラ２００を制御し、カメ
ラ２００の撮像部２０１に点灯状態のコンタクト部２６１を撮影させ、カメラ２００およ
び撮像制御部３１３により生成されたコンタクト部２６１の画像Ｉｃ２を取得する。画像
Ｉｃ２は記憶装置３３に保持されてもよい。
【０１８３】
　Ｓ８０３で測定制御部３１５（形状判定部３６０３）はコンタクト部２６１の画像Ｉｃ
２に基づきコンタクト部２６１に付着した付着物を検知する。たとえば、形状判定部３６
０３は、付着物を検知するとフラグをセットし、付着物を検知しなければフラグをリセッ
トする。フラグは記憶装置３３に保持されている。
【０１８４】
　Ｓ８０４で測定制御部３１５（形状判定部３６０３）は付着物の検知結果（フラグ）に
基づきコンタクト部２６１が所定形状であるかどうか、つまり、コンタクト部２６１に付
着物が付いていないかどうかを判定する。コンタクト部２６１に付着物が付いていないと
判定すると、測定制御部３１５はＳ８０５に進む。Ｓ８０５で測定制御部３１５（結果出
力部３６０４）は判定結果として、コンタクト部２６１のクリーニングが不要であること
、または、コンタクト部２６１が良好な状態にあることを示すメッセージを表示部２１に
出力する。なお、付着物の付着位置が特定されていれば、結果出力部３６０４は、画像Ｉ
ｃ２において付着物の付着位置を強調するめの強調表示を実行してもよい。たとえば、結
果出力部３６０４は、画像Ｉｃ２を表示部２１に表示するとともに、付着位置を囲む図形
（円や四角形など）を重ねて表示してもよい。
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【０１８５】
　一方で、Ｓ８０３でコンタクト部２６１に付着物がついいると判定すると、測定制御部
３１５はＳ８０６に進む。Ｓ８０６で測定制御部３１５（結果出力部３６０４）は判定結
果として、コンタクト部２６１のクリーニングが必要であること、または、コンタクト部
２６１が良好な状態にないことを示すメッセージを表示部２１に出力する。この場合、測
定制御部３１５は、ユーザによりコンタクト部２６１のクリーニングが完了するまで、ワ
ークＷの測定を禁止してもよい。また、入力受付部３１１を通じてクリーニングの完了を
示すキーが操作されると、測定制御部３１５は、Ｓ８０２に戻り、クリーニングされたコ
ンタクト部２６１についてＳ８０２以降の処理を再度実行してもよい。これにより、付着
物が取り除かれると、測定制御部３１５は、ワークＷの測定を許可してもよい。
【０１８６】
　●真円度に基づく付着物の検知
　図３８はコントローラ３が実行する付着物の検知処理（Ｓ８０３）の一例を示すフロー
チャートである。
【０１８７】
　Ｓ９０１でエッジ抽出部３６０１は画像Ｉｃ２におけるコンタクト部２６１のエッジを
抽出する。これにより、複数のエッジの位置（座標）が求められる。つまり、画像Ｉｃ２
におけるコンタクト部２６１のエッジは複数のエッジ点の集合（エッジ点群）に変換され
る。
【０１８８】
　Ｓ９０２で近似円決定部３６０２はエッジ抽出部３６０１により求められた複数のエッ
ジ点の位置に対して最小二乗法（最小二乗フィッティング）を適用してコンタクト部２６
１の断面形状を示す最小二乗近似円（最小二乗フィッティング円）を決定する。
【０１８９】
　Ｓ９０３で形状判定部３６０３はエッジ抽出部３６０１により求められた各エッジ点と
近似円との距離を算出する。つまり、形状判定部３６０３は距離算出部を備えている。な
お、この距離はいわゆる真円度を求めるためのパラメータとして利用されてもよい。つま
り、距離は真円度と読み替えられてもよい。
【０１９０】
　Ｓ９０４で形状判定部３６０３は各エッジ点についても求められた距離と、比較情報３
６０５に含まれている閾値とを比較し、閾値を超える距離が存在するかどうかを判定する
。閾値を超える距離が存在すれば、付着物がコンタクト部２６１に付着している可能性が
高いため、形状判定部３６０３は、Ｓ９０５に進む。Ｓ９０５で形状判定部３６０３は、
付着物が検知されたことを示すためにフラグをセットする。一方、閾値を超える距離が存
在しなければ、付着物がコンタクト部２６１に付着していない可能性が高いため、形状判
定部３６０３は、Ｓ９０６に進む。Ｓ９０６で形状判定部３６０３は、付着物が検知され
なかったことを示すためにフラグをリセットする。
【０１９１】
　●画像比較に基づく付着物の検知
　図３９はコントローラ３が実行する付着物の検知処理（Ｓ８０３）の一例を示すフロー
チャートである。この例では、予め付着物が付着していないコンタクト部２６１の画像Ｉ
ｃ１が基準画像として記憶装置３３に記憶されているものとする。基準画像が比較情報３
６０５に含まれている。また、画像比較では、エッジ抽出部３６０１と近似円決定部３６
０２は不要である。
【０１９２】
　Ｓ１００１で形状判定部３６０３は記憶装置３３から基準画像を読み出す。Ｓ１００２
で形状判定部３６０３は、コンタクト部２６１の画像Ｉｃ２の基準画像に対する画素ごと
の差分を算出する。つまり、形状判定部３６０３は、差分演算部を有している。Ｓ１００
３で形状判定部３６０３は、差分が閾値を超える画素が存在するかどうかを判定する。閾
値も比較情報３６０５に含まれているものとする。差分が閾値を超える画素が存在すれば
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、付着物がコンタクト部２６１に付着している可能性が高いため、形状判定部３６０３は
、Ｓ９０５に進む。一方で、差分が閾値を超える画素が存在しなければ、付着物がコンタ
クト部２６１に付着していない可能性が高いため、形状判定部３６０３は、Ｓ９０６に進
む。このように付着物が付着していないコンタクト部２６１の画像Ｉｃ１と画像Ｉｃ２と
を比較することで、付着物が検知されてもよい。
【０１９３】
　●直径（球径）に基づく付着物の検知
　図４０はコントローラ３が実行する付着物の検知処理（Ｓ８０３）の一例を示すフロー
チャートである。上述したように油などの液体がコンタクト部２６１の外周に均一に付着
することがある。このような付着物の検知には、直径（球径）に基づく付着物の検知処理
が向いている。この例では、予め付着物が付着していないコンタクト部２６１の画像Ｉｃ
１から求められた基準直径が記憶装置３３に記憶されているものとする。基準直径は、閾
値として、入力受付部を通じてユーザにより入力されたものであってもよい。基準直径は
比較情報３６０５に含まれている。
【０１９４】
　Ｓ１１０１で形状判定部３６０３は画像Ｉｃ２におけるコンタクト部２６１の直径を算
出する。なお、直径は、画像Ｉｃ２から求められたコンタクト部２６１のエッジから算出
されてもよい。この場合、近似円決定部３６０２に代えて直径算出部が設けられてもよい
。
【０１９５】
　Ｓ１１０２で形状判定部３６０３は画像Ｉｃ２におけるコンタクト部２６１の直径が閾
値（基準直径）を超えているかどうかを判定する。コンタクト部２６１の直径が閾値を超
えていれば、コンタクト部２６１に液体などの付着物が付着している可能性が高いため、
形状判定部３６０３はＳ９０５に進む。一方で、コンタクト部２６１の直径が閾値を超え
ていなければ、コンタクト部２６１に液体などの付着物が付着していない可能性が高いた
め、形状判定部３６０３はＳ９０６に進む。
【０１９６】
　●透過画像に基づく付着物の検知処理
　上述した実施例ではコンタクト部２６１の画像Ｉｃ１、Ｉｃ２はいずれも反射照明ユニ
ット２８を点灯し、透過照明ユニット２５を消灯し、かつ、プローブ用光源２６３を点灯
して撮影することで得られた反射画像であった。しかし、図４１（ａ）が示すように付着
物がコンタクト部２６１に付着していても画像Ｉｃ２には付着物が写っていないことがあ
る。付着物がコンタクト部２６１からの光を反射しにくい素材で形成された物体であると
きに、画像Ｉｃ２に付着物が写りにくい。一方で、図４１（ｂ）が示すようにプローブ用
光源２６３を消灯し、透過照明ユニット２５を点灯してコンタクト部２６１を撮影して生
成された透過画像Ｉｃ２’であればゴミ３５００のエッジが明確となることがある。した
がって、上述した画像Ｉｃ２に代えて透過画像Ｉｃ２’が使用されてもよい。あるいは、
画像Ｉｃ２を用いた検知処理と、透過画像Ｉｃ２’を用いた検知処理との両方が実行され
てもよい。これにより精度よく付着物を検知することが可能となろう。
【０１９７】
　また、真円度に基づく方法での検知処理と、画像比較または直径に基づく検知処理との
両方が実行されてもよい。これによりそれぞれの検知処理の利点を生かして付着物が検知
されるため、付着物の検知精度が向上しよう。
【０１９８】
　●ユーザーインターフェース（ＵＩ）
　図４２は判定結果を示すＵＩの一例を示している。結果出力部３６０４が生成したＵＩ
４２００には、プローブの検知処理に関するガイダンスメッセージ４２０１と、ユーザが
プローブの検知処理の実行を指示するためのボタン４２０２とを有している。画像表示部
４２０３には、コンタクト部２６１を撮影することで生成された画像Ｉｃ２がレンダリン
グされる。ダイアログボックス４２０４は判定結果を示すためのＵＩであり、ユーザにク
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リーニングを促すメッセージなども含まれてもよい。さらに、付着物の位置を強調するた
めに協調表示４２０５が画像Ｉｃ２に重ねて表示されてもよい。
【０１９９】
　＜まとめ＞
　図１に示したように、画像測定装置１は、ワークＷが載置されるステージ２３と、ステ
ージ２３に載置されたワークＷを撮像して画像を生成する撮像部２０１と、撮像部２０１
の視野内において、ステージ２３に載置されたワークＷの側面と接触可能なコンタクト部
２６１を有するプローブ２６とを有している。さらに、画像測定装置１は、ステージ２３
の載置面と略平行にステージ２３とプローブ２６とのうち少なくとも一方を移動させる水
平駆動部２４と、コンタクト部２６１とワークＷの側面とが接触したときに撮像部２０１
により生成された画像Ｉｃ１、Ｉｃ２を用いてワークＷの側面の位置を測定する測定部（
接触位置特定部３５７）とを有している。とりわけ、画像測定装置１は、撮像部２０１に
より生成されたコンタクト部２６１の画像における当該コンタクト部２６１の形状が所定
形状であるかを判定する形状判定部３６０３と、形状判定部３６０３の判定結果を出力す
る出力部（結果出力部３６０４や表示部２１）とを有している。コンタクト部２６１にゴ
ミ３５００や液体が付着すると、測定精度が低下する。また、コンタクト部２６１にゴミ
３５００や液体が付着すると、画像Ｉｃ２におけるコンタクト部２６１の形状が所定形状
から逸脱する。そこで、コンタクト部２６１の形状が所定形状であるかどうかの判定結果
をユーザに報知することで、ユーザはコンタクト部２６１のクリーニングのタイミングを
容易に知ることができ、ユーザビリティが向上する。また、ユーザはその判定結果に基づ
きコンタクト部２６１のクリーニングを実施できるようになるため、測定精度の低下も抑
制される。
【０２００】
　コンタクト部２６１の形状は球体や円柱、多角柱など、一定形状を有する立体物であれ
ばよい。たとえば、コンタクト部２６１は略球体である。形状判定部３６０３は、コンタ
クト部２６１の画像Ｉｃ２からコンタクト部２６１の水平断面形状を抽出し、抽出された
水平断面形状が所定形状であるかを判定する。図１が示すように、コンタクト部２６１は
、撮像部２０１の光軸上に配置されるため、画像Ｉｃ２におけるコンタクト部２６１のエ
ッジは水平断面形状のエッジと概ね等しい。また、コンタクト部２６１はワークＷに対し
て相対的に水平移動してワークＷの側面に当接するため、コンタクト部２６１の水平断面
形状のエッジ（外周または外縁）がワークＷの側面に当接する。よって、このエッジにゴ
ミ３５００などが付着していると、測定誤りが発生しうる。コンタクト部２６１の水平断
面形状のエッジに着目して異物の付着が検知される。
【０２０１】
　形状判定部３６０３は、水平断面形状の真円度に基づき水平断面形状が所定形状である
かを判定してもよい。コンタクト部２６１が略球体であれば水平断面形状のエッジは円と
なる。そのため、水平断面形状の真円度に着目することでゴミ３５００などの異物の付着
が精度よく検知される。なお、画像測定装置１は、真円度の閾値の入力を受け付ける受付
部（入力受付部３１１）を有していてもよい。形状判定部３６０３は、画像Ｉｃ２から算
出された水平断面形状の真円度と閾値とを比較することで、水平断面形状が所定形状であ
るかを判定してもよい。この閾値はたとえば公差などであってもよい。
【０２０２】
　形状判定部３６０３は、水平断面形状の直径と所定形状の直径とを比較することで水平
断面形状が所定形状であるかを判定してもよい。油などの液体がコンタクト部２６１に付
着すると、コンタクト部２６１の直径がほぼ均一に増加する。この特性を生かして、液体
状の異物であっても精度よく検知することが可能となる。画像測定装置１は、さらに、直
径の閾値の入力を受け付ける受付部（入力受付部３１１）を有してもよい。形状判定部３
６０３は、水平断面形状の直径と閾値とを比較することで、水平断面形状が所定形状であ
るかを判定してもよい。直径の閾値は公差などであってもよい。
【０２０３】
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　図３８などを用いて説明したように、形状判定部３６０３は、コンタクト部２６１の画
像におけるコンタクト部２６１のエッジを水平断面形状として抽出し、当該抽出されたエ
ッジから最小二乗法により近似円を求め、当該近似円とコンタクト部２６１の各エッジの
位置を比較することで、水平断面形状が所定形状であるかを判定してもよい。ゴミ３５０
０がコンタクト部２６１の側面に付着すると、画像Ｉｃ２から抽出されたエッジの一部が
近似円から乖離する。この特性を利用して精度よくゴミ３５００が検知される。
【０２０４】
　画像測定装置１は、所定形状をしたコンタクト部２６１の画像である基準画像を記憶す
る記憶部（記憶装置３３）をさらに有していてもよい。図３９を用いて説明したように、
形状判定部３６０３は、撮像部２０１により生成されたコンタクト部２６１の画像と基準
画像とを比較することでコンタクト部２６１の形状が所定形状であるかを判定してもよい
。このように異物が付着していないコンタクト部２６１の画像を基準画像として使用する
ことで異物を検知することが可能となる。たとえば、形状判定部３６０３は、基準画像か
ら所定形状を抽出し、当該抽出された所定形状と撮像部２０１により生成されたコンタク
ト部２６１の画像から抽出されたコンタクト部２６１の水平断面形状とを比較してもよい
。
【０２０５】
　画像測定装置１は、コンタクト部２６１を発光させる光源（プローブ用光源２６３）と
、光源の点灯と消灯とを制御する制御部（照明制御部３１４や測定制御部３１５を含む制
御装置３１）とを有している。制御装置３１は、コンタクト部２６１の画像を取得する際
に光源を点灯させてコンタクト部２６１を発光させる。これにより、コンタクト部２６１
の光を反射しやすい異物を検知しやすくなる。なお、制御装置３１は、コンタクト部２６
１の画像を取得する際に光源を消灯してもよい。これにより、コンタクト部２６１の光を
反射しにくい異物を検知しやすくなる。
【０２０６】
　形状判定部３６０３は、ステージ２３にワークＷが載置されていないときに撮像部２０
１により生成された画像からコンタクト部２６１の画像を抽出してもよい。これによりワ
ークＷの影響を受けないため、精度よく、異物を検知することが可能となる。
【０２０７】
　形状判定部３６０３は、コンタクト部２６１とワークＷの側面とが接触したときに撮像
部２０１により生成された画像から、コンタクト部２６１の画像を抽出してもよい。この
ようにワークＷを測定する測定シーケンス内に異物を検知する処理を取り入れることで、
検知専用の作業時間が削減され、効率よく、異物を検知することが可能となる。
【０２０８】
　撮像部２０１の合焦範囲にコンタクト部２６１が位置しているときに撮像部２０１がコ
ンタクト部２６１の画像を生成する。これによりコンタクト部２６１のエッジの鮮鋭度が
増すため、エッジ付近に付着している異物のエッジも鮮鋭となり、異物の検知精度が向上
する。
【０２０９】
　表示部２１などにより形成される出力部は、コンタクト部２６１の形状が所定形状でな
いときにコンタクト部２６１のクリーニングを促すメッセージを出力してもよい。これに
よりユーザにクリーニングが必要であることを直接的に訴えることができる。なお、画像
測定装置１は、音声や警告音を出力する音源とスピーカーを有し、これによりクリーニン
グを促してもよい。
【０２１０】
　図４２に示したように、出力部は、コンタクト部２６１の画像を出力するとともに、当
該画像において付着物の位置を強調してもよい。これにより、ユーザに対して異物の位置
を知らせることが可能となり、クリーニングの作業効率が向上しよう。
【符号の説明】
【０２１１】
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１　画像測定装置、２０１，２０６　撮像部、２１　表示部、２３　ステージ、２４　水
平駆動部、２６　プローブ、２６１　コンタクト部、２６３　プローブ用光源、３１　制
御装置、３１１　入力受付部、３１５　測定制御部、３３　記憶装置、３６０１　エッジ
抽出部、３６０２　近似円決定部、３６０２　形状判定部、３６０４　結果出力部
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】

【図４０】

【図４１】

【図４２】
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